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午後 １時３０分 開会 

○常葉広報評価課長 それでは、定刻になりましたので、これより令和２年度農林水産省政策

評価第三者委員会を開催いたしたいと存じます。 

 本日、委員の皆様におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、誠にありが

とうございます。 

 本日の司会進行は、このたび広報評価課長を拝命いたしました私、常葉が務めさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

 初めに、村井危機管理・政策立案総括審議官から御挨拶いたします。 

○村井危機管理・政策立案総括審議官 今月３日付の人事異動で前任の岩濱の後を受けまして、

危機管理・政策立案総括審議官を拝命いたしました村井でございます。どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

 委員の皆様方におかれましては、御多用の中、また新型コロナウイルスの感染が続いている

中、農林水産省政策評価第三者委員会に御出席いただき、またウェブで参加していただいてい

る委員の先生方もたくさんおられますけれども、ありがとうございます。まずは御礼を申し上

げたいと思います。 

 本日の委員会では、農政分野につきましては本年３月に食料・農業・農村基本計画を新たに

策定をいたしました。この新しい基本計画の策定に伴い見直しをいたしました政策評価体系並

びに測定指標について御議論を頂く予定としております。 

 また、林政分野につきましては、本年は新たな森林・林業基本計画の見直しを行う年となっ

ております。本日の委員会では、令和元年度の実績評価について御議論を頂きたいと考えてお

ります。 

 このほか、林政分野及び水産行政分野の令和２年度の事前分析表につきまして、各政策分野

の情勢等を踏まえ、測定指標の見直しを行っております。 

 さらには、政策ニーズに対応した総計の作成と利用の推進につきまして、総合評価を行うに

当たり、その骨子を策定しております。 

 農林水産政策の効果的かつ効率的な推進を行っていく上で、政策の評価を客観的かつ厳格に

実施をし、その結果を政策に適切に反映することが重要であると認識をしておるところでござ

います。そのためには、本日御参加いただいております委員の皆様からの専門的な観点からの

御意見が極めて重要であるというふうに考えておりますので、是非、闊達な御議論をお願いで

きればと考えております。 
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 本日は、予定では４時間というかなりの長丁場の議論をお願いすることになりますが、何と

ぞよろしくお願いを申し上げます。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。村井審議官につきましては、公務の都合上、

ここで退席とさせていただきます。よろしくお願いします。 

 それでは、これより会議の出席状況について御報告をさせていただきます。 

 本日は、政策評価第三者委員の方７名、農林水産省行政事業レビュー外部有識者４名の方に

御出席を頂いております。 

 現在、農林水産省ではコロナ対策の一環といたしまして、ウェブ形式による会議の開催に取

り組んでおりまして、本会議につきましても、ウェブ形式と対面形式との併用としております。 

 本日は、山﨑委員、金子委員、室屋委員にはこの会議室にお越しいただいております。また、

天野委員、石井委員、岸本委員、楜澤委員、篠原委員、長田委員、小針委員、三浦委員はウェ

ブ形式による参加となっております。 

 また、所用のため、白田委員と美谷添委員は御欠席、また天野委員は途中で御退席となりま

す。 

 本来でございますれば、御出席の皆様を御紹介するのが筋かとは思いますけれども、時間の

都合上、お手元の名簿で御確認を頂ければと思います。 

 ここで、傍聴の方にお知らせでございます。 

 カメラ撮影につきましては冒頭のみとさせていただいておりますので、撮影はこれまでとい

うことで御了解いただければと思います。 

 次に、本委員会の議事録につきましては、委員の皆様方に御確認を頂きました上で、発言者

の氏名とともに公表することとなっておりますので、あらかじめ御了承願います。 

 本日の会議につきましてはペーパーレス推進のため、本会議場ではタブレットを使用するこ

とといたしております。使用方法等につきまして、会議中、不明な点等ございましたら事務局

までお知らせいただければと思います。 

 なお、通信状況により音声のみに切り替えるという場合もあり得ますので、その旨御了承い

ただければと思います。 

 それから、この会議室でのマイクは、そちらの真ん中にあります丸い円盤のようなものがマ

イクとなっておりますので、発言されるときには、恐縮ですが、そこに聞こえるような声でお

話を頂けると有り難いなと思っております。よろしくお願いします。 

 それでは、少しずつ議事の方に入っていきたいと思いますけれども、本日は議事次第にござ
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いますように、四つの議題につきまして御議論をいただくということにしております。 

 まずは議題１の農政分野につきまして、議論に入りたいと思っております。 

 本年３月の新たな食料・農業・農村基本計画の策定に伴いまして、農政分野につきましては、

政策評価体系と測定指標を今回の新たな基本計画に対応したものへと改めておりますので、本

日はそれらについて御意見を頂戴できればと思っておるところでございます。 

 関連する資料は、番号でいきますと資料１から４までとなりますが、簡単に申し上げますと、

資料１に載せております政策評価体系につきましては、新しい基本計画の柱立てに合わせて体

系の見直しを行ったというものでございまして、また資料２に載せております測定指標につき

ましては、新たな基本計画の柱立てに合わせまして、これまでの測定指標にこだわらないで新

しい指標の設定を行うことといたしていまして、できる限りアウトカム指標を設定したという

ところでございます。 

 その結果、今回は合計で96の測定指標を載せることができたわけでございますが、そのうち

45が新しい指標となっておりまして、また割合で申し上げますと、アウトカム指標の割合が９

割を超えているということでございます。 

 このような中、本日は時間の関係もございますので、特に資料２を中心に御覧いただきなが

ら、測定指標についての御意見をお伺いできれば有り難いと思っているところでございますが、

その中でも測定指標の数自体も大変多うございますので、幾つかに区切って御議論いただきた

いと思っております。 

 このため、まずは中目標の番号でいきますと１番「食料の安定供給の確保」に関係いたしま

す測定指標についての御議論をお願いしたいと思っております。 

 資料２の整理番号で申し上げますと、１から25までとなりますけれども、新規のものですと

か、あるいは主要なものを中心に、食料産業局と消費・安全局に説明をお願いしたいと思って

おります。 

 それでは、まず食料産業局の方から御説明をお願いいたします。 

○坂食料産業局総務課長 食料産業局の総務課長でございます。よろしくお願いいたします。 

 私からは、今御紹介いただいた資料２の１枚目、整理番号で言うと１番から17番を中心にま

ず御説明申し上げます。 

 政策分野の中の「①新たな価値の創出による需要の開拓」のところでございますけれども、

資料の左端の番号で言うと１番から８番までとなります。そのうちポイントとなる測定指標を

一つ御紹介申し上げます。 
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 整理番号で言うと７番「事業系食品ロス量」でございますけれども、新たな食料・農業・農

村基本計画の中で食品ロスの削減ということで、ＳＤＧｓも踏まえました事業系の食品ロスを

令和12年、西暦で言うと2030年度までに平成12年、西暦2000年と比べて半減させるという目標

を掲げておりまして、その達成に向けて昨年の10月に施行されました食品ロスの削減の推進に

関する法律というのがございまして、この法律に基づいて「事業者、消費者、国、それから地

方公共団体における食品ロス削減の取組を加速化する」という趣旨が明記されましたので、こ

ういった指標を引き続き継続して設定したものでございます。 

 なお、これまでの年度ごとの目標値を設定しておりませんでしたが、施策の進捗を適時適切

に評価しなきゃいけないだろうという観点から、年度ごとの目標値を記載してございます。 

 令和12年度までの目標値の設定に当たりましては、食品ロス削減の取組により、毎年度一定

での量が減少するものというような前提で設定してございます。 

 続きまして、政策分野の②でございます「グローバルマーケットの戦略的な開拓」につきま

しては、整理番号で言うと９番から12番までで選定しております。 

 そのうち一つ御紹介申し上げます。整理番号９番「農林水産物・食品の輸出額」につきまし

ては、新たな基本計画におきまして「令和12年までに農林水産物・食品の輸出額を５兆円とす

ることを目指す」と明記されておりまして、その中間的な目標といたしまして、令和７年まで

に２兆円を目指すとされたことに基づいて設定しております。 

 なお、各年度におきましては、その時点での世界的な政治・経済のいろいろな状況によって

変動し得るものでありますから、単年度ごとの目標は設定せずに、目標年度の目標値を仮置き

しているという位置づけとなっております。 

 それから、政策分野の③番でございますが、「消費者と食・農とのつながりの深化」につき

ましては、整理番号13番から17番まで五つの指標を設定しております。そのうち一つにつきま

しては実態の把握が十分でないため、17番でございますけれども、令和３年度からの測定指標

とさせていただいております。 

 私の方からの説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして消費・安全局の方から御説明をお願いいたします。 

○片貝消費・安全局総務課長 消費・安全局総務課長の片貝でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 続けて、資料２の整理番号18から御説明したいと思います。 
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 政策分野④になりますが、「食品の安全確保と消費者の信頼の確保」における測定指標でご

ざいます。 

 こちらは大きく２項目に分かれておりまして、まず一つ目は「科学の進展を踏まえた食品の

安全確保のための強化」ということで、農産物の生産ですとか加工食品の製造の各段階ごとに

必要な取組を推進することとしておりまして、まず生産段階における取組といたしましては、

安全な生産資材を提供するという観点から、肥料につきましては、昨年度、肥料取締法を改正

いたしました。これを踏まえまして国内調達が可能な有機物や副産物を原料とするものの生産

量の増加率、これを整理番号18番ですが、目標にしております。 

 それから整理番号19番の方ですが、飼料につきましては、全ての関係事業者におけるＧＭＰ

（適正製造規範）の導入推進に該当する指標として、当省でガイドラインを策定しております

が、これに基づいて管理手法の導入に取り組む飼料製造工場の割合という指標を新たに設定し

たものでございます。 

 製造段階の方ですが、ＨＡＣＣＰ導入の取組についての測定指標は昨年度と同じ指標でござ

います。 

 次に二つ目ですが、食品表示情報の充実ですとか、適切な表示等を通じた食品に対する消費

者の信頼の確保に関しましては、食品表示の適正化と食品トレーサビリティの普及啓発を行う

こととしてございます。 

 これらにつきましては、いずれも農産物、それから加工食品ごとに昨年度と同じ測定指標を

設定してございますけれども、食品表示の適正化のうち、加工食品の不適正表示に係る指標、

これは整理番号22に当たるものでございますけれども、全ての加工食品の原料原産地表示の義

務化の経過措置期間が令和３年度末で終了いたしますので、４年度の巡回調査結果、これを踏

まえまして目標等を５年度に見直すか、改めて検証したいというふうに考えてございます。 

 簡単でございますが、政策分野④に関する説明は以上でございます。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 それでは、１から25の整理番号につきまして、その中で代表的な項目について御説明を頂き

ましたので、委員の皆様から御意見、あるいは御質問等を頂戴できればと思います。 

 なお、今の役所の方からの説明で、個別に説明が行われなかった項目につきましても、担当

部局は出席しておりますので、それらについての御意見・御質問があった場合には、そちらに

ついてもお願いできればと思っております。 

 なお、この会議室にいらっしゃっている先生方におかれましては、発言を御希望の場合には
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挙手をお願いしたいというのと、あとウェブで御参加の先生方におかれましては、ウェブ上の

挙手ボタンというものを押していただきますと、私どもの方から指名をさせていただきますの

で、その上で御発言を頂ければと思います。 

 また、ウェブで御参加の先生方におかれましては、恐縮ですけれども、御意見、御発言が終

わりましたら、そのボタンを再度押してオフにしていただくということをしていただく必要が

ございますので、御協力いただければと思っております。 

 既にウェブで、お二人の委員の方から御希望がございますので、まず、そちらの２人の先生、

よろしいですか。 

 では、まず天野委員お願いいたします。 

○天野委員 天野でございます。大変端的な御説明を頂きまして、ありがとうございました。 

 私からは３点ございまして、一つは意見というか、感想に近いことを一つ申し上げたいと思

っております。あと質問を二つさせていただきたいと思います。 

 まず、資料の整理番号の９から12にあります「グローバルマーケットの戦略的な開拓」とい

う政策ですけれども、ここにあります測定指標の表記、いずれも私は妥当なものかなと思いま

した。 

 その上で、これは当然のことなんですけれども、コロナ感染の今後の広がり次第では、来年

度以降も海外での需要喚起ですとか海外進出といったことはなかなか難しい状態が続いてしま

う可能性もあると思います。ですので、これは言わずもがなのことかもしれませんけれども、

輸出促進などコロナの影響を大きく受ける可能性が高い政策の評価に際しては、コロナがどの

ように実績を左右したかなどについて精緻に分析して、その分析内容をしっかりと加味した評

価にしていただきたいなというふうに思いました。 

 その上で、例えばコロナの影響でバリューチェーンの途絶が起きるとか、あるいは海外進出

がどうしても進まないといった事象が頻発した場合などは、その状況に応じて、先ほど単年度

目標は立てないというお話を、輸出の方ですか、ございましたけれども、測定指標やその中身

について見直しや修正をすることもあり得るんではないかというふうに思います。 

 それともう一つ、質問は２点でして、これは整理番号25になります「総合的な食料安全保障

の確立」についてのところです。ここで二つ御質問なんですけれども、私はこの分野は課題の

特性上、様々な角度からの分析が必要なテーマであって、総合評価を行うのが妥当かというふ

うに思いました。 

 その上でのお尋ねなんですけれども、例えばどのような要素を踏まえて、どのような視点で



 7 

この総合評価を行っていくお考えなのか、現時点で可能な範囲でお教えいただけないかと思い

ます。それが１点目です。 

 もう一点目は、これはそもそもの話なんですけれども、この食料安全保障の確立という政策

は平素から不測の事態に備えておこうという取組だと思いますけれども、ここで想定している

不測の事態にどのようなものがあるのか、これも教えていただければと思います。 

 世界規模の気候変動による不作とかに加えて、何か有事が起きて物の仕入れが破壊されて食

料の輸入ができなくなる事態、そういったようなものも想定しているのかなど教えていただけ

ればと思います。 

 私からは以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 今の御意見、御質問にお答えする前に、もう一方、篠原委員から御発言の御要望を頂いてい

ますので、まずは篠原委員の方にマイクをお渡ししたいと思います。お願いいたします。 

○篠原委員 聞こえますでしょうか。 

○常葉広報評価課長 はい、大丈夫です。 

○篠原委員 私の方でちょっと分かりにくかったのが、政策分野①の「新たな価値の創出によ

る需要の開拓」というところで整理番号７番、事業系の食品ロスの量を測定するとなっており

ますが、まず事業系の食品というのはどういったものを言うのかということと、そのロスの量

を何をもって量っていかれるのかを教えていただければと思います。 

○常葉広報評価課長 御質問は以上でいらっしゃいますでしょうか。 

○篠原委員 以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 続きまして、小針委員から御発言の御要望が上がってきておりますので、今お願いしてよろ

しいでしょうか。 

○小針委員 小針です。 

 整理番号18番の、これ言葉の問題なんですけれども、「有機物や副産物を原料とする普通飼

料の生産量の増加率」というふうになっていて、目標指標とするときに「増加率」という言い

方にすると、これ元の原表の方を見ると、割合なのか、何に対しての増加率なのかというとこ

ろがちょっと分かりにくいかなというふうに思ったので注意が必要かなと思ったんですが、い

かがでしょうか。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 
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 では、次に山﨑委員お願いいたします。 

○山﨑委員 整理番号４の中央卸売市場についての質問でございます。 

 今年６月からの卸売市場法の改正により、農家の利益増大や流通コスト削減の期待の一方で、

規制緩和による競争の激化に伴い、今まで以上に営業赤字が増える市場が出てくるものと予測

されます。 

 資料４の31ページの「測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠」欄

には取扱金額と営業利益には相関関係があるが、営業利益で評価するのは適当でない、と記さ

れております。 

 ２週間ほど前の某新聞社の記事を見ても、営業赤字の市場の割合も多く、単に取扱高を増や

して売上げを上げるということも大切ではございますが、改正卸売市場法により経営の本質の

見直しも重要となっていくかと思います。 

 経営に足を踏み入れるのは難しいことと深く理解しておりますが、自由化により、今後の営

業黒字の割合も評価の指標の一つになるのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○常葉広報評価課長 では、委員の先生方から追加であれば、またお願いいたしますが、ここ

で１回、役所側の方にマイクをお回ししたいと思います。 

 では、まず食料産業局からお願いできますでしょうか。 

○坂食料産業局総務課長 食料産業局でございます。 

 食料産業局は輸出の関係も担当しておりますので、併せて御説明申し上げます。 

 天野委員から感想ということで、今回のコロナの輸出への影響について御発言いただきまし

た。今年になってから、農林水産物・食品の輸出の量は前年に比べて、６月までの段階で、１

割未満ではありますけれども、減少しております。 

 細かく見ていきますと、例えば会食の場で日本の高級な農林水産物などを使う機会が失われ

ているので、高級品の日本食品の需要は落ちております。 

 一方で、家庭で日本食を楽しみたいというような需要は、むしろ最近引き合いが増えている

という報告もございますので、そういう意味ではこれから需要の質の変化が起きていくのでは

ないかと認識しております。 

 今後、そういった海外の細かい需要の変化などをきちんとつかまえて、今は厳しい状況では

ありますけれども、商流を閉ざさないように、かつ、相手国の市場のニーズをきちんと踏まえ

て輸出を頑張っていきたいというふうに考えているところでございます。 
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 それから、篠原委員から、食品の事業系食品ロス量について御質問を頂きました。事業系と

ありますが、大ざっぱに言うと、食品が捨てられている廃棄物の総量のうち、まだ食べられる

量があって、その中で家庭において捨てられている部分と、食品産業、食品製造業であります

とか流通業、外食業、こういったところで捨てられているものに大きく二分されておりまして、

ここで言う事業系食品ロス量というのは、食品産業の側で廃棄されているロスという意味でご

ざいます。 

 それから、トン数なんですけれども、指標として基準値328万トンとありますけれども、食

品ロスをはかりにかけて量った数字を積み上げているわけではございませんで、食品廃棄物量

を基にした推計値でございます。 

 それから、最後に山﨑委員から卸売市場の関係で御発言がございました。 

 御指摘のあったとおり、今年６月から卸売市場法が施行されております。改正内容は市場を

活性化して、農水産物中心に取引の活性化などを図っていくという趣旨でございまして、指標

の取り方はいろいろあろうかと思います。仕組みが変わり、取引環境が変わるために黒字が増

えるところもあるかもしれませんし、逆に厳しくなるところも出てくるかもしれません。総体

として私ども卸売市場を応援していく立場にございますので、今後の指標の取り方は、法律が

ちょうど６月に施行したばかりでございますので、これからこの動向の変化を見ながら、必要

であれば、この指標の見直しなども考えていきたいと思います。当面は、法律がスタートした

ばかりでございまして、これで走らせていただければと考えております。 

 以上でございます。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 では、次は政策課にお願いできますか。 

○鈴木大臣官房政策課食料安全保障室企画官 食料安全保障室です。よろしくお願いいたしま

す。 

 先ほど整理番号25番の「総合的な食料安全保障の確保」というところで、課題特性上、総合

評価にするのが適当ではないかという御意見を頂戴いたしました。 

 不測の事態について、どのようなことを想定しているのかという御質問だったかと思います。 

 一時的、短期的に発生するリスクであったりだとか、あとは中長期的に発生していくような

リスク、こういったものがございまして、具体的に申し上げると、生産面であれば、大規模な

自然災害であったり異常気象、さらに家畜とか水産動物とか植物も含めてですけれども、伝染

性疾病とか病害虫の発生、こういったところが考えられると考えられます。 
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 流通面で言うと、例えば輸入先の港湾等での輸送の障害であったりだとか、輸出先国の政情

不安、テロとか、こういったところを想定しているところでございます。 

 昨今ではコロナの関係で輸出規制を行った国々も幾つかありますけれども、こういった輸出

規制を行った国々の状況とか、こういったところを分析していこうというふうに考えておりま

す。 

 具体的にどのような要素を踏まえてやっていくのかというところでございますけれども、総

合的な食料安全保障の確立をしていくためには、備蓄と輸入を適切に組み合わせていくという

ところが極めて重要になってきますので、その備蓄と輸入の適切な水準が維持されているかど

うかというところであったりだとか、あとはリスク分析評価について、先ほど申し上げた顕在

化する可能性が高まっているリスクとか、近年特に発生頻度が高まっている自然災害とか、こ

ういったところについて重点的な分析評価を行っていったりだとか、これは今後の検討になり

ますけれども、今回コロナを受けて、食料の安定供給という面でどのようなことを及ぼしたか

ということについてもしっかり分析してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○常葉広報評価課長 では、続きまして、消費・安全局の方からの説明をお願いいたします。 

○片貝消費・安全局総務課長 小針委員の方から、18の肥料の目標について御指摘ございまし

た。 

 これは増加率ということでやっておるもの、というところですけれども、これは基準年の平

成30年度が有機質肥料、副産物肥料208万トンの実績がございます。これを確実に増やしてい

くというところをきちんと数値化するということで増加の率ということで設定をいたしました。

数量を示すよりは、増加の率というところが施策の効果というのがしっかり現れるのではない

かということで、そのような表し方にしてございます。 

 以上でございます。 

○常葉広報評価課長 役所の方から一通り回答をいたしましたけれども、改めてまた先生方の

方から、あるいはほかの項目につきましても何かご発言ございましたら、挙手又はボタンの方

でお知らせいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 では、まず山﨑委員お願いいたします。 

○山﨑委員 整理番号６の「新たなＪＡＳの制定件数」について、具体的にどのような分野や

品目で20件ほどのＪＡＳ制定を想定されているのでしょうか。 

○常葉広報評価課長 もう一方、石井委員の方から御発言の御希望を頂いておりますので、次、
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石井委員の方お願いできますでしょうか。 

○石井委員 輪島漁業生産組合の石井です。 

 整理番号９の「農林水産物・食品の輸出額」というところで、今年についてはコロナの影響

もあって、なかなか順調に右肩上がりにというわけにはいかぬでしょうけれども、この政策に

ついては生産量を農林水産業として増加する。増加したときに、日本の市場だけでは価格が下

がってしまう。価格が下がってしまっては意味がないので、農林水産業の成長産業化というこ

とで、この政策については強力に推進していただきたいと思います。意見というか、今の気持

ちをお伝えしました。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 では、食料産業局の方からお願いいたします。 

○坂食料産業局総務課長 食料産業局でございます。 

 まず山﨑委員に御質問いただきました新たなＪＡＳの方ですが、どんな品目かということに

ついては手元に資料があるので読ませていただきます。 

 10の食品群について、それぞれ２規格ずつという考え方で、10掛ける２の20でございます。 

 その「10」とは水産物、調味料などの加工食品、それから、菓子類や清涼飲料水などの加工

食品、それからそれ以外の加工食品、あと米とその加工品、林産物、花き、野菜などの青果物、

牛肉、お茶、これらの品目は事業者から農水省側に幾つか提案が来ていますので、その中で実

際に規格として実現できないかという観点から検討中でございますが、この10品目というふう

に御理解いただければと思います。 

 続きまして、石井委員から輸出に関してお言葉を頂きました。輸出をしっかりやれという応

援かと思いますので、厳しい状況下ではありますけれども、国内の農林水産業者の所得の増大

につながるようしっかり取り組ませていただきたいと思っております。引き続き御指導をお願

いいたします。  

以上でございます。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 あと委員の先生、お二人から御発言の御希望を頂いておりますので、まず岸本委員、お願い

できますでしょうか。 

○岸本委員 すみません、正に今のところなんですけれども、整理番号９番です。この輸出額

のところで年度ごとの目標値を設定せずに、ということなんですけれども、これは年度ごとの

評価も、達成度合いの判定もしないという理解でよろしいですかという質問です。 
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○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 では、その回答の前にもう一方、長田委員お願いいたします。 

○長田委員 長田です。すみません。 

 13番の「日本型食生活の実践に取り組む人の割合」というのは、どうやってその数を測って

いるのか教えていただきたいと思います。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 では、まず整理番号９番について食料産業局の方からお願いできますでしょうか。 

○坂食料産業局総務課長 ９番目でございます。各年度の目標値として同じ数字を入れてござ

いますけれども、毎年度評価しないということは、ルール上できないので、目標値として同じ

数字を入れていますけれども、評価を放棄するという意味ではございません。毎年度、単年度

ごとに評価の対象になるという御理解でお願いいたします。 

○常葉広報評価課長 では、消費・安全局お願いいたします。 

○片貝消費・安全局総務課長 長田委員の御質問でございます。「日本型食生活の実践に取り

組む人の割合」ということでございまして、これは調査を、私どもの方の消費・安全局の方で

「食生活と農林漁業体験に関する調査」というのを定期的に取ってございます。その中で、日

本型食生活ということで主食であるご飯を中心に、魚・肉等の主菜、野菜・海藻等の副菜、そ

れから牛乳・乳製品・果物等の多様な副食等を組み合わせた食生活を「ほとんど毎日実践して

いる」か、あるいは「おおむね実践している」という回答を頂いた数をベースにしてございま

す。 

 以上でございます。 

○常葉広報評価課長 役所の方から回答させていただきましたけれども、これらにつきまして、

改めてその上で何かございますれば挙手又はボタンでお知らせいただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 篠原委員お願いいたします。 

○篠原委員 これはお願いなんですが、今鳥獣対策のところでジビエの普及に結構力を入れて

いらっしゃると思います。整理番号９番に関連するのかはわかりませんが、ジビエの普及を図

るためにもジビエの生産量というか、産出額というのか、そういったのも今後追っていただけ

れば両方がうまくかみ合って進むのではないかと思うのですが、これはお願いを込めた提案で

す。 

○常葉広報評価課長 その担当が着席したときに、また改めてお話をさせていただくように
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我々の方で取り計ろうと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 あと天野委員、まだ御発言の御要望があるということであればお願いいたします。 

○天野委員 先ほど食料安全保障のところを最初に質問させていただいていますけれども、私

がなぜこういう質問をしたかというのだけお話し申し上げますと、私はメディアの人間ですけ

れども、我々が雑誌ですとか新聞で食料安全保障の記事を載せても、読者の方に余り切迫感が

ある話としてなかなか受け止めてもらえなくて、さほど関心を持ってもらえなかったという経

験が何度かあったからです。 

 なぜ食料の安全保障という問題をしっかり考えなくてはならないのかという基本的なところ

から多くの方に御理解いただかないといけない課題なんだろうなというふうに思っています。 

 ですので、この政策の総合評価においても、是非多角的な観点から、それでいて政策のそも

そもの意義というものも伝わるような分かりやすい御説明をしていただければというふうに思

います。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 ほかに先生方の御意見がなければ、今の天野委員の御発言に対する役所側の回答をもって、

この「食料の安定供給の確保」についての議論を１回閉めたいと思いますので。もし、その前

に先生方からほかに発言の希望がございますれば、もう一回おっしゃっていただければと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 では、すみません、安保室の方からお願いいたします。 

○鈴木大臣官房政策課食料安全保障室企画官 天野委員、御質問ありがとうございます。 

 我々もふだん、いわゆる平時のときは、食料安全保障と言っても、消費者とかに真剣味を持

って実感としてなかなか受け止めてもらえていないという感覚を持っておりまして、ある意味

こういったコロナを契機に、そういったところについてもしっかり、消費者の買いだめなんか

も一時期発生したと思いますけれども、そういったところから消費者実感として伝わるような

形で、我々も総合評価の際にも、当然ながら、そういった観点というのは今年度も政策評価の

該当年に入りますので、そういったところはちゃんと留意をして取り組んでいきたいなと思っ

ております。ありがとうございます。 

○常葉広報評価課長 では、以上をもちまして、中目標の１番「食料の安定供給の確保」に関

する施策、整理番号でいきますと１番から25番につきましての議論を終了したいと思います。 

 ここで説明者の入替えを行いますので、しばしお待ちいただけますでしょうか。よろしくお
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願いいたします。 

（説明者入替え） 

○常葉広報評価課長 それでは、入替えが終了いたしましたので、再開いたしたいと思います。

お待たせをいたしました。 

 それでは、中目標でいきますと２番「農業の持続的な発展」に係る測定指標につきましての

御議論に移らせていただきたいと思います。 

 ただし、この項目は指標の数が大変多うございますので、前半と後半の二つに分けて御議論

いただければと思っております。 

 まず、整理番号でいきますと26から47につきまして、新規指標、あるいは主要なものを中心

に経営局、それから農村振興局に御説明を頂ければと思います。 

 まず、経営局の方から御説明をお願いいたします。 

○前田経営局総務課長 経営局総務課長の前田と申します。 

 ８月３日に着任いたしました。その前は広報評価課長をしておりまして、今日お集まりの委

員の多くの方に随分お世話になりました。ありがとうございました。引き続きよろしくお願い

いたします。 

 それでは、中目標２番の「農業の持続的な発展」について御説明をしたいと思います。 

 まず、政策分野⑥「担い手の育成・確保等と農業経営の安定化」ということで、12個の指標

を設定しております。 

 整理番号26番ですけれども、担い手の育成・確保という観点から、経営改善に取り組む認定

農業者、この割合を高めていこうという指標を設定いたしました。 

 続いて整理番号27番ですが、農業経営の法人化、これを加速化していくために、法人の経営

体数を増やしていくという指標を設定しております。 

 また、28番ですけれども、農業者による青色申告を進めていこうということで、青色申告者

の割合を高めていくという指標を設定いたしました。 

 ちょっと飛ばしまして31番ですけれども、農業を支える人材確保のために、特に若い青年層

の新規就農を促進するという観点から、40代以下の農業従事者数を増やしていくという指標を

設定しております。 

 また、整理番号32番、33番、34番が女性に関する指標でございます。農業分野におけます女

性の参画を推進するために、32番は先ほどの認定農業者の中でも女性の割合を高めていく、33

番は地域の農業委員の中での女性の割合を高める、34番は農業協同組合の役員に占めます女性



 15

の割合を高めるということでございます。 

 なお、33番と34番の令和３年度以降の年度ごとの目標値が「－」になっておりますのは、こ

の二つの指標につきましては、男女共同参画基本計画という政府の計画の中に入っております

目標でございまして、令和３年度以降の計画を現在策定中ですので、策定次第、設定をするこ

ととしています。 

 また、ちょっと飛ばしまして37番ですが、農業経営の安定化を図る観点から、収入保険の普

及を図り、加入する経営体を増やしていくという指標を設定いたしました。 

 飛ばしました整理番号29、30、35、36番につきましては、現在、実態を調査中でございまし

て、今後検討が済み次第、来年度以降きちんとした指標として設定させていただきたいと思っ

ています。 

 続きまして、38番から40番が政策分野の⑦「農地集積・集約化と農地の確保」でございます。 

 そのうち、38番につきましては、担い手への農地の集積・集約化を加速化する観点から、担

い手が利用する農地面積の割合を高めていくという指標にいたしました。 

 経営局分は以上です。 

○常葉広報評価課長 続きまして、農村振興局の御説明をお願いいたします。 

○庄司農村振興局農村計画課長 農村振興局の農村計画課長の庄司でございます。よろしくお

願いします。 

 整理番号の41番から47番を中心に説明したいと思います。 

 これは政策分野⑧「農業の成長産業化や国土強靱化に資する農業生産基盤整備」、基盤整備

の関係の目標を立てています。 

 この基盤整備の関係は、土地改良法に基づく土地改良長期計画、これは５年に１回改定をし

ます。これに基づいて事業が行われています。 

 目標値を長期計画の方でも設定をして、目標の達成状況について、食料・農業・農村政策審

議会の農業農村振興整備部会、そちらの部会の方で別途チェックを行っています。 

 それで、整理番号42番から47番の年度ごとの目標値は、全て令和２年のところで終わってい

ますが、これは現行の土地改良長期計画が本年度で終わっておりまして、現在、来年度からの

新しい長期計画について農業農村整備部会の方で議論をしております。新しい長期計画の策定

に合わせまして測定指標も見直しをすることにしておりまして、今は「－」となっております

が、また新しい数字を来年度以降置いていくような形にしたいと思っています。 

 なお、41番のほ場の大区画化に対する新しい指標でございますが、これは今回の基本計画の
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改定に合わせてお示しするようにしておりますので、これも土地改良長期計画の改定と合わせ

まして、来年度から数字を入れていくようにしたいと考えております。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様方から御意見、御質問を頂戴できればと思います。 

 先ほどと同じように、何人かの委員の方々から御発言を頂いた上で、どこかで区切りを入れ

させていただいて、また役所の方から御説明ということになろうかと思いますが、よろしくお

願いいたします。 

 まずは楜澤委員お願いいたします。 

○楜澤委員 整理番号で言いますと、28、それから27、それから38に関わる質問です。 

 質問の趣旨は、それぞれについて掲げられている目標値です。その目標値の根拠は何かとい

うことです。 

 質問の趣旨は、それぞれについて掲げられている目標値の根拠は何かということです。 

 これについては、資料３の事前分析表の中に一定の説明があります。資料３の59ページ、認

定農業者の目標値を24％としたことの根拠について書かれてあります。毎年0.5％の伸び率で

あることから、これを一つの基準として、これ以上に増加させることを目標として、24％を設

定すると、こういう理由づけです。 

 これに反して、整理番号27の農業法人経営体数の最終年度目標値５万法人設定根拠について、

「日本再興戦略」それから「農林水産業・地域の活力創造プラン」において、今後10年間で法

人経営体数を2010年比約４倍の５万法人とすることを成果目標としている。この活力創造プラ

ンでそうしているからという理由づけになっていて、認定農業者の目標値を設定する際の根拠

づけとは違って、「活力創造プラン」の中でそう書いてあるからそうするんだという説明にな

っております。それから担い手も同じで、整理番号38番ですか、「担い手が利用する農地面積

の割合」の最終年度目標値80％。この目標の根拠づけも「活力創造プラン」において、「担い

手の農地利用が全農地の８割を占める農業構造の確立」を目指すこととされた、ということが

理由で、「測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠」欄に書かれてい

ます。 ちょっとこの辺、どういうふうに考えたらいいのか。とりわけ、担い手が利用する農

地面積の割合が80％、これ数字的に言って達成可能な数字だというふうにお考えでしょうか。

そのことも含めて、理由づけについてお伺いします。 

○常葉広報評価課長 楜澤委員ありがとうございました。 
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 回答に移ります前に、まずは篠原委員、お願いできればと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○篠原委員 すみません。 

 担い手の育成・確保とか農業経営の安定化のところになるかと思うのですが、新規就農の方

を追っていくのも一つなんですが、離職される方もかなり多いと聞いております。この離職さ

れる方の率とか、離職された場合、独立されるのか、あるいは農業から完全に離れられるのか、

そういったことも追うべきではないかというのが一つ。 

 もう一つは、一般に日本の中小企業は事業承継が今非常に課題になっておりまして、後継者

がいる、いないとかというのも結構具体的に厳密に数字が出ているところでございます。農業

に関しては、こういった事業承継の後継者がいる、いないとか、あるいは今後どうするかとい

うことを追う必要はないのでしょうかというのが二つ目でございます。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 岸本委員の方も御発言の手が挙がっているようでございますので、お願いいたします。 

○岸本委員 ちょっと薄っぺらい話で申し訳ないんですけれども、整理番号38番、39番、40番、

先ほど出た担い手の話とか、荒廃農地の話とかのところの年度ごとの目標値の表記方法がこの

三つだけフロー型で書かれていると思うんです。評価をフロー型でするときも、ほかのところ

はストック型というか、合計値で書かれています。だから「14万ha」とか「4.1千ha/年」とか、

年度ごとの目標値として同じ数字が並んでいるんですけれども、ほかのところはベースライン

から足し合わせた絶対値が書かれているように見えるんで、ちょっと表記がそろっていないよ

うに思ったんで、お願いしますということで、以上です。 

○常葉広報評価課長 もう一方、小針委員から御発言の手が挙がったようでございますので、

小針委員お願いできますでしょうか。お願いいたします。 

○小針委員 先ほど問題意識として楜澤先生がおっしゃったことと同じようなことは私も考え

ていたので、御回答をお願いしたい。 

 あと、これは確認というか、細かい数字のところで、資料３の令和２年度事前分析表の方も

気になって確認をしたところで一つ、ちょっと中身に、立ち入った指摘なんですけれども、60

ページの測定指標「農業法人経営体数」について、この法人数を経営体数として把握するとき

の把握の算出方法が「法人形態の組織経営体のうち販売目的のものを集計」というふうになっ

ているんですけれども、今の法人化の目的とかって、家族経営のところからの法人化の部分と
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かも含まれると思うので、ここで言う算出方法が適正なのかどうかという、この法人の定義と

いうのをきちんとしないと、指標としてどうかと思いますので、ちょっとそこのところの御見

解を頂ければと思います。 

○常葉広報評価課長 では、先生方からの発言の時間は、ここで一旦区切りまして、役所の担

当の方からの説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○前田経営局総務課長 それでは、まず楜澤委員の27番、法人経営体の５万の根拠でございま

すけれども、これは委員が指摘のとおり、既に平成25年に日本再興戦略なり、農林水産業・地

域の活力創造プランにおきまして、この５万と定めたのを、従前の政策評価の測定指標でもこ

の数字を使っていまして、今回もこれをそのまま使うということにさせていただいております。 

 では平成25年にどうして５万というのを定めたかというと、平成25年当時、それ以前の数年

間の法人数の増加のトレンドと、今後いろいろな施策を講じることによってドライブがかかる

ということを踏まえ、法人を10年後に約４倍に増やしていくんだということで５万という設定

をしたところでございます。 

 また、38番ですが、担い手への農地の集積面積８割。これにつきましても、日本再興戦略、

それから農林水産業・地域の活力創造プランが平成25年に策定されておりまして、そのときに

８割という目標を定めたということで、従前の政策評価の指標におきましても同じ数字を使っ

ていまして、今回も同じのを使うということです。 

 では日本再興戦略なりの中でどうして８割というのを定めたかというと、これは日本の農地

の太宗を集積していくということで、太宗というのを役所では大体８割というような数字を使

っておりまして、８割というふうに設定したものと承知をしております。 

 それに加えて、委員から、ではこの８割というのは達成可能かどうかというような、ある意

味本質をついた御質問を頂いております。 

 現在、この農地の集積率というのは、令和元年度で57.1％ということになっておりまして、

８割まではまだまだ距離があるということでございます。 

 そう簡単なものではございませんけれども、昨年、農地中間管理機構の制度が導入されてち

ょうど５年目でございましたので、制度の内容を見直しました。例えば、手続を簡素化すると

か、予算措置としまして、特に集積が難しい中山間地域については集積協力金の要件を緩和す

るというようなことなども講じまして、何とかこの８割に近づく、達成できるように努力をし

ていくということで、今回も８割を目標として設定をさせていただいております。 

 続きまして、篠原委員から、新規就農の関連で離職についてのお話がございました。毎年、
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若しくは５年に一度のセンサスの中で農業経営体の数字を調査しておりますので、その中で離

職というものについても数字上は出てくる仕組みにはなっておりますが、委員おっしゃるよう

に、離職をした場合に、では次どういうことをやっているのか、高齢でそのままリタイアをす

るのか、ほかの職業に移っていったのかというようなことについては、悉皆的に調査をしてい

るということではございません。あくまでも実例的なものにとどまっております。 

 なお、新規就農の促進のために、交付金を交付する事業をやっておりますけれども、その事

業の中では、何年後にどれだけ定着をしているのかという数字を拾っております。ざくっと言

いますと、この交付金をもらって、大体９割の方が５年後まではきちんと農業をやっていると

いうようなデータもございます。 

 委員のおっしゃったような、どうして辞めたのかとか、どういうところに行ったのかという

ようなことも、今後できる限りいろいろ調査をしまして、新規就農者の定着につなげていけれ

ばというふうに思っております。 

 篠原委員の２点目の事業承継、これは非常に大事な課題だと思っておりまして、今回の新た

な基本計画の中でもかなりの分量を取って記述されております。 

 御案内のとおり、今、農業の担い手がどんどん高齢化している、また日本全体が人口減少し

ているということで、現在の農地なり、いろいろな施設・機械、もっと言うと技術とかノウハ

ウ、販路とかもあると思うのですけれども、そういう資源を次の世代にどうやって確実に移し

ていくのかということが非常に重要な問題でございまして、ではどういう仕組みにして、ここ

をつないでいくのかというのが正に課題になっています。先ほど申しましたように整理番号29

番については、今後、経営継承に関する実態調査などを踏まえまして、来年度には指標という

形で設定をさせていただければというふうに思っております。 

 それから、岸本委員の御質問でございました、経営局関係であれば、38番でございますけれ

ども、従前の政策評価の指標でも同じように、ストックではなくて、単年度ごとに、とにかく

14万ヘクタール頑張るんだというような指標にさせていただいております。ただし、これまで

の表記の仕方だと、全体で８割という目標を定めておることとの関係がよく分かりませんので、

今回からは括弧書きで「70.6％」「73.7％」というような割合も併記させていただいておりま

す。 

 現時点で８割の目標と随分乖離が生じておりますので、毎年14万ヘクタール頑張るんだとい

う指標にすることによって、目標達成に向けたモチベーションが湧くのではないかとも思いま

す。 
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 それから、小針委員の御指摘につきましては、調査の手法について詳しい資料を持ち合わせ

ておりませんので、後ほど御回答させていただければというふうに思います。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

○庄司農村振興局農村計画課長 続きまして、農村振興局でございます。 

 岸本先生の整理番号39番、40番のフロー、ストックの考え方でございます。 

 39番は、ただいまの経営局と同じような考え方だと思います。毎年毎年4,100ヘクタールぐ

らいずつ再生利用を進めていこうと、そういう目標ということで39番の指標を定めています。 

 それから、40番は農振の農用地区域内の農地面積を405万ヘクタールから10年後の令和７年

に403万ヘクタールにまで、それぐらいの減少でとどめるという目標を立てています。正確に

言うと10年じゃなくて、11年になりますけれども。それを毎年毎年の数字で置いていると、途

中経過で置いていると、そういう示し方をしているものでございます。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 山﨑委員から御発言の挙手がありますので、山﨑委員にお願いしたいと思います。 

○山﨑委員 質問が２点ございます。 

 測定指標の中に、今回、「人・農地プラン」と「農地中間管理機構」という言葉が消えてお

りますが、その理由について教えていただきたいと思います。 

 もう一点は、37番の「収入保険の加入経営体数」の内訳について、平成30年度の2.3万件の

加入している生産者の経営規模や品目はどのような状況で加入されているかを御説明いただけ

ればと思います。 

 また意見となりますが、「農業の持続的な発展」に関する施策全般について、いわゆるスマ

ート農業と人・農地プランの実質化、農地中間管理機構のフル稼働、そして収入保険制度の推

進についての合わせた内容となります。 

 今ほど挙げた４点は、生産現場から見ても、日本の衰退する農業の救世主となり、今後の新

たな日本の強い農業づくりの主軸となると考えております。申し上げた４点につきましては、

少しずつではございますが生産現場で浸透してきているのを感じる一方で、まだまだ普及の速

度は遅く、強い農業づくりにはもう少し時間を要するかと感じております。目標年度や目標値

は設定されているものの、農水省の職員の皆様のより一層の御尽力により、目標年度の達成が

早まるよう、数年後には達成度合いが「Ａ’」となるようなことを強く期待しております。 

 結果的に、補助金依存型の農業者が減り、持続可能な活力ある日本の農業になってほしいと
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考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 まず楜澤委員お願いできますでしょうか。 

○楜澤委員 申し訳ありません、複数回の発言で。冒頭いろいろな御知見、ありがとうござい

ました。 

 お答えに対して、ちょっとレスポンスをさせていただきたいと思います。 

 一つは、目標値の設定根拠、これは今年始まったことではなくて、例えば平成25年度とおっ

しゃいましたですか、そのときの実績を踏まえた目標値であると、こういうふうにおっしゃい

ました。ただ、平成25年度までの状況と今日の状況というのは本当に同じなんだろうか。例え

ば、これは正確かどうか分かりませんけれども、法人化の増加率ということで当時考えると、

例えば一定の農業政策の帰結として集落営農が乱立して、それが法人化するというような形に

なって、そこのレベルで言うと、もう法人化はかなり進んじゃっていると。そういう意味では、

もう伸び代ということを考えた場合、平成25年以前の時期と今日の時期、状況は同じかという、

そういう分析が必要ではないかということです。 

 そういうことも含めて、担い手が経営する農地面積80％という数字は本当に達成可能な現実

性を持った数字かということを申し上げました。 

 それとは別に、もう一つ別の角度からこの80％という数字の意味をちょっと考えてみたいと

思うんですが、それは新たな基本計画です。この新基本計画は、これまでの計画と何かちょっ

とニュアンスが違うような書き方になっています。例えば、「農業現場を支える多様な人材や

主体の活躍」という項目が入って、そして「中小・家族経営など多様な経営体による地域の下

支え」という項目が入り、そこでどういうことが言われているかというと、「地域社会の維持

に重要な役割を果たしている実態」─これ中小・家族経営ですね。「中小・家族経営など

多様な経営体が地域社会の維持に重要な役割を果たしている実態に鑑み」という文言が入り、

そういう担い手が維持している農地維持機能というものに注目しているわけです。そうします

と、今述べたような計画の新しい方向性というものが目標値に反映されないんだろうか。つま

り、担い手として80％ということは、今言った中小・家族経営等々多様な経営体は20％しかそ

こに貢献しないという、割合としてはこういう関係になるのか、新計画がうたっている方向性

と従来からの方向性との間に齟齬はないか、ということをお聞きしたいということです。 

 それから、先ほど80％への目標達成のために中間管理事業を活用して人・農地プランへと結

びつけていくと言うけれども、たしか─私の記憶の誤りだったら御指摘ください。人・農
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地プランでうたわれている地域の中核的な経営でしたか、これに集積しても、中間管理事業に

おける集積金をもらえるとは限らないと思うんですが、その点は細かい話ですが、お答えいた

だければ有り難いと思います。 

 それから、もう一点だけ、承継の件なんですが、これは今お考え中ということですので、お

願いしたいことがあります。それは第三者承継という形で比較的大きな経営体の承継というこ

とに、関心を持って取り組んでおられるんじゃなかろうかというふうにも思うんですが、家族

経営の場合の承継の在り方です。これは比較法的な観点から言えば、フランスにおいても、ド

イツにおいても、早い時期から次世代の農業経営者を特定して、そして現経営者との間で共同

経営をさせると。まあ、いろいろな形ありますけれども、父子間の組合契約から始まって、賃

貸借契約、そして農場譲渡契約へというような、かなり計画的な継承というものを想定してい

る。そういったことも念頭に置きながら、それへの助成ということも含めて経営継承のことに

ついて来年度以降考えていただきたい、こういうふうに思います。 

 すみません、長くなりました。以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 続きまして、金子委員お願いできますでしょうか。 

○金子委員 整理番号28番と37番なんですが、28番は割合で出ておるのですが、およそのとこ

ろの分母・分子といいますか、私の記憶違いでなければ、まずその青色申告者になって、青色

申告者じゃないと37番の収入保険には入れなくて、ということじゃなかったかなと。そうする

と、28番が割合で、37は絶対数で、だけど、本当は37の青色申告者のうちのどれぐらいが入っ

ているのか。何でそこが割合と絶対値で分かれているのかなとか、そういう部分と。まあ、感

覚的に言うと、28番の割合は、私の仕事上の感覚だと、極端に低いんですね。白色申告を選ぶ

というのは、普通理由がないというんですか。意図的に、細かいことを聞かれたくないという

ので意図して白色申告を選ぶという人がまれにいるんですけれども、これで見ると半分という

レベルなので、その辺については何か農協が指導するとか、何かそういうのはあるのかなとい

うのをちょっとお聞きしたいところです。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 ではここで、今度は役所の方から御説明の方をお願いしたいと思います。

お願いします。 

○前田経営局総務課長 ありがとうございます。まず山﨑委員から、「人・農地プラン」

とか「中間管理機構」という言葉が消えているという御指摘があったのですけれども、私の記
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憶では従前の政策評価の測定指標にもなかったと承知しております。 

 新たな基本計画の中には「人・農地プランの実質化の推進」「農地中間管理機構のフル稼働」

というくだりがあるのですが、これを受けた測定指標として38番の「担い手が利用する農地面

積の割合」を設定しているところでございます。直接言葉が出てこないので分かりにくいので

すけれども、人・農地プランをきっちり進めていく、また中間管理機構もフル稼働させる、そ

の結果、農地を担い手に集積するということと御理解いただければというふうに思います。 

 それから、山﨑委員からの二つ目の御質問の、収入保険についての２万3000の加入者の内訳

でございますけれども、収入保険は去年の１月からスタートしまして、つまり去年の１年間が

初年度だったわけでございますが、個人の農家が大体２万、残りの3,000弱が法人経営体とな

っております。 

 品目別に見ると、お米を作っていらっしゃる方が一番多くて２万2000ぐらい、次に多いのが

野菜で１万6000、３番目に多いのが果樹で１万2000と。これは１人で複数の品目をなさってい

る方がいるので、延べ数となっております。 

 それから、楜澤委員のおっしゃいました農業法人なり農地の集積について、10年近く前に定

めた状況と現在では状況がいろいろ変わっているんじゃないかという御指摘、ある意味ごもっ

とものところがございます。我々も今回この指標を設定するに当たりまして、別に今回に限ら

ず、状況を定期的にチェックし、いろいろな政策をチューニングするということもしておりま

すので、現時点では、掲げました５万法人なり80％の農地集積ということについて、簡単な目

標でないことは承知しておりますけれども、しっかり取り組んでいければというふうに思って

おります。 

 今回の新たな基本計画の中に、委員がおっしゃったように、「中小・家族経営など多様な経

営体による地域の下支え」ということが特記されていますけれども、これは今まで大事にして

いなかったわけではなくて、また、委員がおっしゃるように、「中小・家族経営など多様な経

営体」というのは担い手ではないというわけではなくて、我々は担い手というふうに認識をし

ております。もちろん、そうじゃない中小の方もいらっしゃいますけれども、中小・家族経営

も立派な担い手だと思っておりますので、そこにしっかり集約していくことによって８割とい

うことを目指していきたいというふうに思っております。 

 二つ目に、中心経営体への協力金云々という御発言がごさいましたが、ちょっと質問の御趣

旨がよく理解できませんでしたので、もし中間機構に関する助成について説明が必要であれば、

後ほど御質問いただければというふうに思っております。 
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 それから、金子委員から28番の青色申告についての御質問がございました。青色申告の測定

指標について、割合で設定させていただいたのは、我々は今、青色申告者の数を増やすべく一

生懸命頑張っているんだけれども、経営体全体がだんだん減っていく中で、青色申告者の数も

それほど伸びない可能性もあるかもしれないということで、農業をなさっている方の数が減っ

ていったとしても、基本的には多くの方が青色申告をやってほしいということで、割合という

形で設定させていただきました。 

 ちなみに、現在農業経営体の数は118万9000、それから青色申告をなさっている数が46万

4000。これを割り算すると、現在は39％が青色申告をなさっている農業者の割合ということに

なります。 

 一方、収入保険の測定指標については、何人の方が加入しているということが端的に捉えら

れまして、また、実施団体と国とで10万人の目標を掲げて取り組んでおりますので、割合より

も実数でカウントさせていただくこととしております。 

 なお、農業者における青色申告の推進につきましては、農業会議所等が中心となって、推進

しております。白色申告が多いという実態にありますけれども、国としても収入保険の加入や

農業者年金の保険料の補助には青色申告の要件をつけたり、ほかにも税制上のいろいろな特典

等によって青色申告に誘導しているところでございます。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 大変闊達な御議論をありがとうございます。役所の方も大変丁寧な説明

をありがとうございます。 

 篠原委員と山﨑委員から御発言の手が挙がっておりますので、もし可能であれば、このお二

人の先生からの御意見なり、またそれに対する役所の説明ということで、このグループについ

ての意見を１回閉じられればと思っておりますが、まずは篠原委員お願いいたします。 

○篠原委員 ありがとうございます。 

 青色申告の件なんですが、実は広島では農協とか、いろいろなところと組んで青色申告の普

及で動いたりしました。そのときに来られた方々の反応が、やはり高齢者ほど余りいい反応を

示されない、若い担い手の方々は結構非常に意識が高くて、青色申告に移行される方が増えて

いるように思います。 

 ですから、今後世代交代が進むんであれば、もう少し比率を高めに持っていかれることは可

能ではないかというふうに考えております。 

 あともう一つ、これは青申と関係なくて、農業法人の数を増やしていくという件でございま
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すが、広島県では皆さん御存じのとおり、農事組合法人が非常にたくさんありまして、これが

また、たくさんあるけれども、なかなか利益が出ない。細々とやるというところが余りにもた

くさん多くて、それを合体させるとか、そういう動きがかなり出てきておりまして、こういう

ふうにして法人を増やすというのと、ちょっと違和感を感じるところもありますが、その辺を

どのようにお考えかということを教えてください。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 では、すみません、山﨑委員お願いいたします。 

○山﨑委員 整理番号27、28のところで、青色申告の割合と農業法人経営体の数について、ま

ず必ず経営に対して会計が伴ってまいります。農業を持続させるための補助金も大変必要では

ございますが、強い農業づくり、すなわち黒字体質の農業と考え、法人税や所得税をしっかり

納めている農業法人や農業者については、より一層の補助をすることにより経営の発展と拡大、

そして農業経営によって収めた税金と、受ける補助金が循環するような仕組みが構築されるこ

とを強く望みます。 

 そういった優遇措置も使うことにより、法人数や青色申告者が増えるのではないかとも考え

ます。 

○常葉広報評価課長 では、役所の方からお願いいたします。 

○前田経営局総務課長 ありがとうございます。 

 篠原委員のおっしゃった、高齢の方ほど抵抗があって、若い方は青色申告が当たり前と思っ

ていらっしゃる方が多いというのは、私も肌で感じます。 

 今おっしゃったようなところもきっちり踏まえて、我々も青色申告の推進にしっかり取り組

んでいきたいと思いますし、山﨑委員の御発言の趣旨にありますとおり、では、青色申告をや

っているような者しか支援をしないという究極の形にまで持っていくのか、現行のように、収

入保険をやる上では青色申告、農業者年金の補助を受ける場合は青色申告とするなど一定のと

ころで設定するのかということについては、今後よく状況も見ながら、検討させていただけれ

ばというふうに思っています。 

 農業法人につきまして篠原委員からお話がありましたけれども、もう釈迦に説法でございま

すが、農業経営ということで見た場合には、やはり家族・個人経営でやっているよりも、経営

管理の高度化だとか、経営を継承するときにも法人という形の方がスムーズにいくだとか、雇

用の確保という意味でも法人に雇用されて技術を学んで農業をやるというような形でも、法人

というのは非常に大きな受皿になると思いますので、法人化を進めていくということについて
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は引き続き目標として設定できればというふうに思っております。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 それでは、先生方からこの項目についての御発言の御要望はこれ以上ないということであれ

ば、このグループについての議論を終了したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。それでは、また説明者の入替えを行いますので、ちょっとお時間

を頂ければと思います。よろしくお願いいたします。 

（説明者入替え） 

○常葉広報評価課長 お待たせいたしました。 

 それでは、続きまして、整理番号でいきますと48から77につきまして、主要なもの、あるい

は新規指標を中心に説明を、今回は生産局、それから政策統括官にお願いできればと思います。 

  では、まず生産局からお願いいたします。 

○石田生産局生産推進室長 生産局生産推進室長の石田でございます。 

 生産局関係の指標を御説明いたします。資料２の３ページをお開きください。 

 政策分野⑨「需要構造等の変化に対応した生産基盤の強化と流通・加工構造の合理化」、こ

こで生産局関係、15本の指標を掲げております。 

 上から順に、まず整理番号の48番から52番まで、生乳・牛・豚・鶏肉の生産量、そして鶏卵

価格の安定化につきましては、これは継続の指標でございまして、生産量の方は基本計画で定

められている生産努力目標、これに即して設定しているところでございます。 

 そして、整理番号53番の飼料作物の生産量は新規の指標でございますけれども、飼料自給率

の向上、これを目指す中で新たに指標として掲げることとしております。目標値は生産努力目

標に即して設定しております。 

 そして、整理番号54番と55番は野菜の関係です。54は輸入品から国産への切替え、これを進

めております加工業務用野菜の出荷量、そして55は野菜価格の安定化について継続して指標を

掲げるものでございます。 

 56番は果実の生産量でございますけれども、これまでは優良果実の面積割合、これを指標と

してございましたが、今後は生産量ということで収量等も含めて評価できる指標としていると

ころでございます。目標値は生産努力目標に即したものとしております。 

 整理番号57、58、59、花き、茶、薬用作物については、これらは継続の指標となります。 

 少し飛びまして66番のＧＡＰでございます。これまではオリ・パラの食材調達基準、これを
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踏まえまして、ＧＡＰ認証の取得者数を増やすと、これを指標としてございましたが、今後は

認証に限定せずにＧＡＰをする者、これを増やしていこうということで見直してございまして、

ＧＡＰを実施する農業者数、これを指標としているところでございます。 

 目標値は基本計画の中で、ほぼ全ての産地でＧＡＰを実施するということを掲げてございま

す。結構高い目標だと思っておりますが、こういう状況を踏まえまして、産地の主な担い手数

ということで24万経営体と設定しております。 

 整理番号67の農作業事故と、68の米の生産コストに占める資材費、これらは継続の指標とな

ります。 

 続いて、４ページをお開きください。 

 政策分野⑫の「環境政策の推進」におきましても生産局関係の指標がございます。 

 まず71番、農地土壌における炭素貯留量の関係ですけれども、これは継続でございます。 

 72番で温室効果ガスの排出量、これは新規で定めてございますけれども、この一部となるも

のが整理番号71番でございます。いずれも政府の、あるいは農水省の地球温暖化対策計画に即

して目標を設定しております。 

 有機農業につきましては、継続でございます。 

 整理番号74、これは新規の指標でございます。生産基盤となる土作り、これを強化していこ

うということで堆肥の施用量に関する指標を設定してございます。 

 整理番号75と76は、世界的にプラスチックの問題が大きくなっておりまして、農業分野でも

この排出・リサイクルの関係、あるいは生分解性マルチ、これらの取組を進めていくこととし

ておりまして、指標を設定しているところでございます。 

 最後の整理番号77番は消費の関係でございまして、ＳＤＧｓの中で「つくる責任つかう責任」

ということで持続可能な消費が掲げられてございまして、これを踏まえて新規に設定するもの

でございます。 

以上でございます。 

○常葉広報評価課長 続きまして、政策統括官の方からの説明をお願いいたします。 

○葛原政策統括官付総務・経営安定対策参事官補佐 政策統括官でございます。 

 名簿で総務・経営安定対策参事官の小林となっておりますが、本日は所用につき出席できま

せんので、参事官補佐の葛原から説明させていただきます。 

 政策分野⑨の60番から65番になります。 

 この60番でございますが、これは継続の指標で、「１人あたりの米の消費量」ということで、
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引き続き基本計画の目標に沿った、目標としております。 

 61番につきましては、「事前契約に係る指標」というものがございますけれども、これは需

要に応じた生産というものを進めていく観点で、事前契約を推進をしていこうということで基

本計画でもうたっておるところでございまして、ただ、事前契約の実態も踏まえて、実際に捕

捉でき、かつ、どのような水準であれば、皆さんやっていけるかというところに関しては、引

き続き研究会等を開催し議論することとしているところで、これはまだ「Ｐ」となっておりま

すけれども、令和３年度に設定できるよう、引き続き検討しておるところでございます。 

 続きまして、整理番号62番の「小麦の生産量」でございます。こちらも継続でございますが、

こちらも基本計画の生産努力目標に沿って引き続き指標としていきたいと考えております。 

 整理番号63番でございますが、「大豆の生産量」ということでこれも継続の指標になります

が、引き続きこれも基本計画の生産努力目標に沿って目標を設定していきたいと考えておると

ころでございます。 

 続きまして、整理番号64番で「飼料用米・米粉用米の生産量」とございますが、こちらも引

き続き継続で基本計画の生産努力目標に沿ったものです。ただ、こちらの方は飼料用米と米粉

用米というのを一くくりにして、他用途の米についての生産量ということで指標化しておりま

す。 

 整理番号65番でございますが、こちらも米とか麦とか大豆とか、そういうものを想定してお

りますけれども、「輸送効率に係る指標」ということで、やはり輸送の効率化というところも

重要な課題となっておりますので、そういうもので何か指標を設定したい考えておるところで

ございます。効率化に向けては、例えば、輸送資材の統一規格化とか、あるいは紙袋をフレコ

ンにしていったりとか、共同輸送をどうやってやっていくかとか、様々な課題があるわけです

けれども、これに関しましても、業界の関係者の御意見等々も聞きながら、「Ｐ」となってお

りますが、令和３年度に設定できるよう、現在検討しているところでございます。 

 以上でございます。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様方からの御意見、御質問を頂くということにしたいと思います。 

 天野委員から御発言の手が挙がっているようでございますので、天野委員お願いできますで

しょうか。 

○天野委員 天野でございます。御説明ありがとうございました。 

 私からは１点質問なんですけれども、今御説明いただいた整理番号65番の「輸送効率に係る
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指標」です。これは私、流通・加工構造の合理化を図る上で大変重要な観点だなというふうに

思っています。 

 その上で、今、令和３年度に設定されるという御説明も頂いたんですけれども、現時点で、

可能な範囲で構わないんですけれども、どういった考え方で新しい指標というのを、今の説明

でもいろいろな観点があったと思うんですけれども、新しい指標をどういう形で、どのような

お考えがあって設定されようとしているのかお聞かせいただければというふうに思います。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 先生方、ほかに御発言の御希望は。 

 山﨑委員お願いいたします。 

○山﨑委員 整理番号73番の「有機農業の取組面積」についてです。私たち生産現場において

は、有機ＪＡＳの認証がありますので、「有機」という言葉について非常に神経質に農業をし

ております。認証以外は「有機」という言葉は使わないようにしておりますが、「把握の方法」

の中の算出方法を見ますと、「有機ＪＡＳ認証を取得している農地と、有機ＪＡＳ認証を取得

していないが有機農業が行われている農地を合算したもの」と書いてあります。ここで言う

「有機ＪＡＳ認証を取得していないが有機農業」という生産方法は、どのような定義となりま

すでしょうか。 

○常葉広報評価課長 今のところ、ほかに委員の先生方から発言の手は挙がっていないようで

ございますので、それでは役所の方から、まずは天野委員の御発言に対するコメントをお願い

できればと思いますけれども。 

○葛原政策統括官付総務・経営安定対策参事官補佐 政策統括官付でございます。 

 天野委員から御質問いただきました整理番号65番の輸送効率についてでございますけれども、

輸送に関する課題というのはかなり多岐にわたるところがございまして、現時点でこれという

のがなかなか言いにくいところもありますが、これにつきましては、今後効率化に向けて予算

要求等々も含めてどのような施策をやっていくかというところにも関わってくるところでござ

います。今こうだというのは特に申し上げられないのですが、先ほど申し上げたように、物流、

共同輸送みたいなことです。物の移動も、小口の移動がだいぶ増えているという中で、あとド

ライバーの不足の問題とかも言われていますから、例えば共同輸送をどうやってしていくのか。

他の課題としては、米なんかも紙袋で結構輸送されていますけれども、まとめてフレコンでど

こまでできるんだろうか。そうしたら、実際にトータルとしてどのぐらい効率化するだろうか。

それらの検証も含めて、いろいろ検討が多岐にわたるものですから、そういうことを今から研
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究して、次の年にはしっかりと指標として出せるようにやっていきたいと思っております。 

○常葉広報評価課長 次、生産局の方からお願いいたします。 

○石田生産局生産推進室長 有機農業の面積について御質問を頂きました。 

 今御質問の中で、少し有機肥料を使えばいいだけかというお話ございましたが、我が国にお

きまして有機農業推進法というものがございます。この中で定義がされているんですけれども、

「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと」です。それと、「遺伝子組換え技術を

利用しないことを基本として、環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行

われるもの」ということでございますので、おっしゃったような、ちょっと有機を使うだけと

いうものは、この中に入りません。有機ＪＡＳに準ずるような農業というふうにお考えいただ

ければと思います。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 先生方からほかに。 

 室屋委員お願いいたします。 

○室屋委員 お茶の輸出額だけが特別な形でこうやって上がっているというのは何か意味があ

るんでしょうか。輸出促進全体で２兆円の目標があるんですけれども、お茶だけこういうふう

に特定しなきゃいけない理由というのは何かあるんでしょうか。基本的なことなんですけれど

も。 

○常葉広報評価課長 先生方から、ほかに御発言の手は挙がっておりますでしょうか。ないよ

うでございますでしょうか。 

 それでは、お茶についての説明をお願いできますでしょうか。 

○石田生産局生産推進室長 生産局でございます。 

 お茶につきまして今後の需要というのを考えた場合、どこに期待できるかというと、国内と

いうよりは、むしろ海外に大きな需要があるということで、その市場を取っていこうというこ

とで、輸出に焦点を当てて指標を設定しているということでございます。これは、継続でござ

いますけれども、目標水準を上積みする形で見直しているということでございます。 

 なお、基本計画の中でもお茶につきましての課題として、「更なる輸出拡大に向けて、抹

茶・有機茶等への転換・改植などを進める」とか、「お茶のスマート農業化をする」とか、そ

ういったことを掲げているところでございます。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 このグループについて、ほかに御意見がないようでしたら、５分間の休憩を取れればと思っ
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ているんですけれども、皆様、このグループにつきまして新たに御発言、御意見等ございます

でしょうか。 

 では、山﨑委員お願いいたします。 

○山﨑委員 76番の「生分解性マルチの年間利用量」について、一般的に使用されているマル

チの年間の使用量はどれくらいになりますでしょうか。また、生分解性マルチとの割合はどれ

くらいかを教えいただければと思います。 

○常葉広報評価課長 先生方からほかに御発言の御要望はないようでございますので、では今

の回答を担当部局の方からお願いできますでしょうか。お願いします。 

○石田生産局生産推進室長 農業用廃プラスチックということでございますので、生分解性以

外の部分というふうにお考えいただければと思いますが、28年ですと約10万トンでございます。

マルチを含む農業用廃プラ全体になりますけれども、こういう結構大きな量になります。生分

解性マルチの量はまだごく一部というふうに言えるかと思います。 

○山﨑委員 ありがとうございます。 

○常葉広報評価課長 天野委員、ボタンが押された状況になっておるようでございますけれど

も。こちらの勘違いであれば申し訳ないんですが。今御発言の御要望は特にないということで。 

○天野委員 はい、そうです。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 それでしたら、先ほど申しましたように、ここで５分間の休憩ということにさせていただき

まして、３時20分からの再開ということにさせていただければと思います。よろしくお願いい

たします。どうもありがとうございます。 

午後 ３時１５分 休憩 

（説明者入替え） 

午後 ３時２１分 再開 

○常葉広報評価課長 それでは、時間でございますので再開させていただきたいと思います。

お待たせをいたして、すみませんでした。 

 それでは、中目標でいきますと３番「農村の振興」に関する施策に関係する測定指標につい

ての議論に移らせていただきたいと思います。整理番号では78番から102番までとなります。

主要な項目につきまして、農村振興局からの御説明をお願いいたします。 

○庄司農村振興局農村計画課長 委員の皆様、お疲れさまでございます。農村振興局農村計画

課の庄司でございます。引き続きよろしくお願いします。 
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 このたびの新しい食料・農業・農村基本計画では、農村政策の方を強化いたしまして、今回、

政策分野⑬番「所得と雇用機会」、⑭番「人が住むための条件整備」、⑮番「新たな動きや活

力の創出」という３本の大きな柱を立てて整理をしております。各柱ごとに主な指標を御説明

したいと思います。 

 まず⑬の「所得と雇用機会の確保」でございますが、整理番号の81番を御覧ください。 

 先ほど篠原委員からジビエの利用量についての御指摘がございまして、まさに今回基本計画

の見直しを踏まえて、測定指標の方にもジビエの利用量を定めるように目標をつくることにし

ております。データの出てくる時期の関係で、途中年の目標値はまだ数字が入っておりません

が、基準値というか、発射台のところが大体2,000トンぐらいで、それを倍増させると。令和

元年の数字を７年には倍増させるということで、最終目標をお示ししていますが、中間の目標

は今後のデータを踏まえてまた決めていきたいと思います。 

 それから、整理番号83番を御覧ください。農村産業法でございます。農村に企業を誘致して

所得と雇用を生み出そうという法律でございまして、これの誘致企業数の目標を定めることに

しております。 

 それから政策分野⑭になりますけれども、「人が住むための条件整備」の部分でございます

が、整理番号92番を御覧ください。「中山間直接支払により減少が防止される農地面積」の指

標を定めることにしております。 

 それから政策分野⑮番、一番下のパートになりますけれども、「新たな動きや活力の創出」

の分野でございます。 

 整理番号100番を御覧ください。「指定棚田地域振興計画の策定」に関する指標でございま

す。昨年棚田法が成立しまして、現在、棚田を振興する地域を指定しております。棚田法は６

年度までの時限立法になりますので、100地域を目標に地域を増やしていきたいというふうに

考えております。  

このほか、特に一番下の⑮番の分野においては、これまでやっていなかったような新しい

政策を積極的に書くなどしていますので、まだ新しい概念で概念がきちんと決まっていないも

のですとか、あるいはまだ数字がなくてやむを得ずアウトプット指標を仮置きしているものと

か、そもそも対象になる施策がまだないようなものもございますので、これを、今年度はちょ

っと難しいですけれども、可及的速やかに指標の設定、さらにアウトカムの指標になるように

検討してまいる所存でございます。 

 以上です。 
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○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 それでは、委員の先生方からの御質問、あるいは御意見等をお願いできればと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 どなたからも御発言の御希望がないようでございますけれども、よろしいでしょうか。 

 では、無理にお願いするというのもかえって恐縮ですので、ではこのグループについての御

議論は取りあえず一つの節目ということにさせていただければと思います。よろしいでしょう

か。 

 では、ありがとうございました。また説明者の入替えを行いますので、ちょっとお時間を頂

ければと思います。よろしくお願いいたします。 

（説明者入替え） 

○常葉広報評価課長 すみません、大変お待たせしまして申し訳ございませんでした。会議を

再開いたします。 

 続きまして、中目標の４、災害関係の測定指標についての議論に移りたいと思います。整理

番号でいきますと103から112までとなります。 

 災害総合対策室から説明をお願いいたします。 

○影山大臣官房地方課災害総合対策室長 それでは、説明させていただきます。 

 資料２の６ページを御覧ください。 

 中目標４の「東日本大震災からの復旧・復興と大規模自然災害への対応」の測定指標につい

て説明いたします。 

 まず、政策分野の⑯「東日本大震災からの復旧・復興」では、基本計画に記載のとおり、

「地震・津波被災地域において、農地等の整備の完了」「農産物の出荷前の放射性物質の検査

の実施」「被災地域の農産物・食品の販売拡大の後押し」等を進めることとしており、それぞ

れ測定指標を設定しています。 

 上から三つ目の測定指標「原子力被災12市町村の営農再開面積」についてですが、基本計画

に記載のある「農業者の経営再開の支援を引き続き推進する」に対応しています。現状で営農

再開面積が３割にとどまるため、これまで行ってきた被災農業者への支援や農地・農業用施設

の整備等により引き続き営農再開を促進してまいります。 

 年度ごとの目標面積については福島県と調整しておりまして、福島県が今年度末に公表する

農林水産物振興計画等を踏まえ、令和３年度に設定することとしております。 

 続いて、政策分野⑰「大規模自然災害への備え」では、基本計画記載のとおり、「異常気象
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などのリスクを軽減する技術の確立・普及」「初動対応をはじめとした災害対応体制の強化」

「不測時における食料安定供給のための備えの強化」等を進めることとしています。 

 この⑰の一つ目の測定指標「農業保険の加入率（園芸施設共済）」については、基本計画記

載の「農業保険等の普及促進・利用拡大」に対応しています。 

 近年の異常災害により、農業用ハウスに大きな被害が発生しています。施設園芸を営む農業

者の太宗が園芸施設共済に加入するよう、令和３年度に加入率８割を目指して加入推進を図っ

ていることから、平成30年度の加入率55％を基準とし、令和３年度以降を80％とすることとし

て設定しています。 

 政策分野⑰の三つ目の測定指標は「ため池等の整備により湛水被害等が防止される農地及び

周辺地域の面積」となっています。基本計画記載の「農業水利施設等の耐震化、非常用電源の

設置等」に対応しています。 

 平成28年度から令和２年度までを計画期間とする土地改良長期計画に計画されている防災重

点ため池の整備や排水機場・排水路の整備によって湛水被害の防止が図られる面積を目標とし

て設定しています。 

 新たな土地改良長期計画が今年度中に策定されることから、令和３年度に指標を見直すこと

としています。 

 最後の政策分野⑱については、総合評価により災害復旧事業の進捗を中心に効果の把握に努

めてまいります。 

 説明は以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様方から御意見、御質問をお願いできればと思います。 

 では、まず金子委員お願いいたします。 

○金子委員 整理番号104番についてです。 

 以前、山﨑委員から教えていただいた話によりますと、お米は全量検査をしているという話

を聞きましたが、それ以外の「農畜産物」というような表現になっておりますけれども、その

検査の状況、現況と言うのですか、について教えてください。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 回答に移ります前に、何人かの委員の方々から御発言いただいてからというやり方で進めて

おりますので、まずは小針委員から御発言の御意向が示されておりますので、小針委員お願い



 35

いたします。 

○小針委員 ２点ございます。 

 一つは東日本大震災の被災農地の復旧の営農可能面積のところですけれども、今回新規でこ

の形で入っているということになりますが、このタイミングで何でこれが目標になっているの

かなというのが復旧調査をやっていた人間としては少し違和感があります。 

 というのは、被災農地の復旧・復興のところの事業そのものは、もうほぼほぼ終わっている

という状況ではないかなというふうに岩手県の状況等々を見ていると認識をしておりますので、

ここでというのが違和感があるかなというのが一つです。 

 あともう一つが農業保険、園芸施設共済のところに関してですけれども、リスクに備えると

いうことで共済が重要だということは認識するんですけれども、保険の方法って共済事業だけ

ではないという部分もあると思うので、そこのところ、施策の関連として園芸施設共済はこう

いう形で助成なり何なりというのも強めていくからこういう目標にしているのか、そのあたり

の考え方を教えていただければと思います。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 山﨑委員からも手が挙がっておりますので、お願いいたします。 

○山﨑委員 大規模自然災害に関連いたしまして、近年記録的な豪雨により各地で河川の氾濫

等が頻繁に起こっておりますが、田んぼは面的治水能力が大変高く、田んぼダムとも言われて

おります。現在は意図的に私たちは田んぼを治水目的として利用しておりませんが、今後は田

んぼを一時的にダムとして利用できるような簡易整備が必要になってくると思っております。 

 水田が多い日本では、水田の下流域の都市部を守るという施策も必要かと思いますが、その

点については今後どのようにお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 では、ここで１回、委員の皆様方からの御意見を承ったということで、それぞれ答えるべき

担当の方からの御説明をお願いいたしたいと思います。 

 まずは、最初の金子委員の方の関係の説明をお願いします。 

○橋本生産局生産推進室課長補佐 金子委員の御質問の関係でございます。 

検査の関係は、これまで先ほどお米の方は金子委員おっしゃったとおりなんですけれども、

ほかに麦、大豆、野菜、果実、茶等を検査しているところでございます。 

 こちら、平成30年度の基準値はゼロとなってございますので、現在、放射性物質濃度が基準

値を超過した農畜産物は出てはいないんですけれども、数年前にたまに栗、ソバが基準値以上
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のものが出たりしています。 

○金子委員 それはサンプル検査という意味ですか。 

○橋本生産局生産推進室課長補佐 そうです。 

○金子委員 では逆に言うと、米だけが全量で、他はみんなサンプル検査。 

○橋本生産局生産推進室課長補佐 そうですね。 

○金子委員 分かりました。 

○常葉広報評価課長 では、次は農村振興局お願いいたします。 

○庄司農村振興局農村計画課長 農村振興局農村計画課の庄司でございます。 

まずは小針委員の方から、東日本大震災の「被災地域における営農再開が可能となる農地

面積」の事業でございますが、これは申し訳ありません、新規となっておりますが継続でござ

います。昨年も、私御説明した記憶がございますけれども、これは長い期間で見通せないもの

ですから、毎年毎年福島と数字を調整して、毎年毎年やっていくものでございまして、昨年も

やっております。お手元の資料４の 79 ページを後で御覧いただければ、そこに入っています

けれども、大体目標を達成していますので、今年もまた数字を設定してやっていきたいという

ふうに考えております。 

 それから、山﨑委員の田んぼダムですが、防災の観点から、非常に重要な観点だと思ってお

ります。 

 今年の土地改良の長期計画の改定においても論点になってくると思いますので、担当課の方

に伝えまして、議論を深めてまいりたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○常葉広報評価課長 経営局お願いします。 

○前田経営局総務課長 経営局総務課長でございます。 

小針委員から、整理番号107番の「農業保険の加入率（園芸施設共済）」のお話がございま

したけれども、ここに園芸施設共済を載せておりますのは、近年の自然災害で大きな被害が出

ているものとして園芸施設、つまりパイプハウスとかガラスハウス、これが潰れてしまうとい

うことがございます。 

 この園芸施設につきましては、政策保険として園芸施設共済がございますので、できればこ

れに加入をしていただきたいと。にもかかわらず、加入率が５割程度ということでございまし

て、しっかりと農業者の太宗に加入していただくということで、８割という目標を特に定めさ

せていただいております。 

 それ以外に、自然災害が起こりますと農作物が被害を受けることももちろんあるわけですけ
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れども、それにつきましては先ほどのパートで出てきました収入保険だとか、農業共済の中で

も農作物共済とか、いろいろな保険がございまして、それを自分の経営に合った形で選択して

いただくということで、特に統一的な目標値を定めておりません。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 では、山﨑委員、手が挙がりましたので、お願いいたします。 

○山﨑委員 106番の「大都市圏への福島県産の主要青果物の供給量」について、全体の生産

量とそのうち大都市圏へ流通している量と割合は、どれくらいになるか教えていただければと

思います。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 それから、次に岸本委員、御発言のボタンを押していただいているようですので、お願いい

たします。 

○岸本委員 すみません、ちょっと聞きそびれたかもしれないんですけれども、⑰の「大規模

自然災害への備え」という、この大規模自然災害がどんな災害を想定しているのかをちょっと

教えていただきたいと思っています。異常気象とか洪水とかは割と明示的に出てくるんですけ

れども、例えば火山の噴火ですとか、いろいろ数限りなくあると思うんですけれども、どの辺

まで想定されているものかということをちょっとお聞きしたいと思いました。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 では、お二人の委員の方からございましたので、役所の方からお願いしていいでしょうか。 

 では、お願いします。 

○影山大臣官房地方課災害総合対策室長 災害総合対策室でございます。 

 すみません、最初の山﨑委員から御指摘のありました分母というものは福島県で産出されて

いる青果物の全体量ということだと思うんですが、すみません、今手元に数字ございませんの

で、改めて御報告させていただくということでよろしいでしょうか。申し訳ございません。 

 それから、岸本委員から御質問のありました大規模自然災害についてですけれども、一般的

にはもちろん豪雨とか洪水とか地震とか、そういったものでございまして、政府として対策、

新たな支援策が講じられるものをイメージしておりますが、特段ここに明確な定義が、ここま

でというものはございませんで、当然火山の噴火等で農作物、あるいは農林水産業に影響を与

えるものについては、当然そういったものも対象になるというふうに考えております。 
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○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 ほかに先生方からございますでしょうか。 

 では、特にないようでございますので、以上をもちまして災害関係の分野、中目標４につい

ての議論を終了いたしたいと思います。 

 また、説明者の入替えを今から行いますので、しばしお待ちいただければと思います。よろ

しくお願いします。ありがとうございます。 

（説明者入替え） 

○常葉広報評価課長 お待たせいたしました。それでは、そろそろまた会議を再開いたしたい

と思います。 

 ここまでの議論で、大きな一つ目の議題、農政分野についての議論を終了いたしましたので、

ここからは二つ目の議題といたしまして、林政分野についての御議論をお願いできればと思っ

ております。 

 林政分野に関しましては、本年は新しい森林・林業基本計画の見直しを行う年となっており

まして、このため、今回は令和元年度の実績評価を行いまして、その結果を次の基本計画に反

映させていくということが大変大事であると思っております。先生方の御意見を頂戴できれば

と思っておるところでございます。 

 関係資料といたしましては、資料の５と６になります。 

 林野庁の方からの説明をお願いいたします。 

○河南林野庁林政部企画課長 林野庁企画課長でございます。どうぞよろしくお願いを申し上

げます。 

 では初めに、資料５に基づきまして令和元年度の実施施策に関する政策評価書、こちらから

御説明を申し上げます。 

 １ページをお開きくださいませ。 

 初めに、政策分野⑲「森林の有する多面的機能の発揮」というところでございます。 

 グリーンとオレンジでマーキングをされておりますNo.３とNo.４につきまして御説明を申し

上げます。 

 まずNo.３のところであります緑の「造林コストの低減」の欄でございますけれども、人工

造林面積のうち、コスト低減が可能となる三つの新しい技術を用いて取り組んだ面積の割合を

見るものでございます。 

 目標値が29％ということに対しまして、実績値が34％と大幅に超過をしておりますことから
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「Ａ’」の評価となっております。 

 この原因といたしましては、低コスト造林の施策の推進の結果、初年度の目標を大きく超え

て、これらの技術を用いた再造林が広がったということでありますけれども、特に新しい技術

のうちの二つ目に、「コンテナ苗による植栽」という文字があろうかと思うんですが、ここが

想定を超えて伸びているということが効いているものでございます。 

 コンテナ苗といいますのは、野菜とか園芸などで一般的にポット苗というのを皆さん御覧に

なると思うんです。あのすぽっと抜いて土がついたまま植える、そういうものでありまして、

一般的に山で使われる苗は今までは裸苗と申しまして、土を全部取って植えていたんですけれ

ども、それを今は土をつけて─土というか、ヤシ殻とかをつけたまま植えるというものが

増えてきております。裸、根がむき出しになっているものと比べまして乾燥があまりないもの

ですから、時期を選ばずに植付けができる。その結果、枯れない確率も高まるということで、

今広がってきているものでございます。 

 こういったメリットへの評価が広がっていることによって、当初の見通しを上回って普及が

進んできていると認識をしておるものでございます。 

 関連いたしまして、No.４の方でございます。オレンジの「種苗の確保」のところでござい

ますが、これはこのコンテナ苗の生産に関する指標であります。コンテナ苗の生産事業者のう

ち、一定規模、年間で５万本以上の出荷でございますが、こういう事業者の割合を見ることで、

生産体制の効率化の状況を把握しようとするものであります。 

 目標値の44％に対して28％にとどまっておりますことから「Ｃ」評価となっております。 

 その理由でございますが、右側の方にちょっと細かく書いておりますけれども、絶対数で見

ると、この割合を見る分子の方、一定規模以上の事業者もおよそ２倍に増加をしております。

一方で、分母となります全事業者数、全事業者の数なんですが、目標設定時には、当時はちょ

っと下向きの減少傾向にあったものですから、おおむね横ばいで推移するというふうに見込ん

でいたんですが、これが1.5倍に増えたということが効いております。 

 先ほど緑の指標No.３のところの説明で、コンテナ苗を用いた植栽が大幅に伸びたというふ

うに申し上げましたけれども、こういうメリットが評価されて需要が広がったことへの対応と

して、供給側でも新規参入者が増えるという動きが出てきたというふうに受け止めております。 

 参入の当初はどうしても規模も小そうございますので、ここで見ている指標も下がるという

結果になりました。 

 コンテナ苗全体で見ますと、ここにも御紹介しておりますが、総供給量が1,800万本という
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ことで、27年度の４倍へと大幅に増えてきております。引き続き効率性にも配意しながら供給

力の強化を図ってまいりたいと考えておりますけれども、この指標の在り方については新規参

入者数の動向も踏まえたものとなるよう、改めて検討していきたいと考えております。 

 次に、３ページでございます。 

 今度は政策分野の⑳「林業の持続的かつ健全な発展」に関するものであります。 

 ここではNo.６を御覧ください。オレンジでマーキングされております「人材の育成及び活

動推進」という目標のうち、「安全かつ効率的な技術を有する新規就業者」という指標でござ

います。 

 元年度の数値の把握、もう少し時間がかかるものですから30年度の数値で評価をしておりま

すけれども、目標値が1,200人に対しまして実績が855人ということで、達成度合いは「Ｂ」評

価となっているものでございます。 

 この理由といたしましては、全産業の有効求人倍率が上がる中で、正に世の中全体で人手不

足感が強まって、産業間の取り合いにある中で、なかなか林業を選んでいただく方が減ってし

まった、これが原因だというふうに思っております。就業先としての林業の魅力が向上するよ

うに、これは労働環境であったり雇用条件、待遇であったりということなんですけれども、そ

の改善を図ることが大切と考えております。 

 それから、最後４ページでございます。政策分野㉑「林産物の供給、それから利用の確保」

に関するものでございます。 

 No.４のところ、オレンジでマーキングをされております「木材需要の創出」のところで、

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」、私ども「クリーンウッド法」と呼ん

でおりますけれども、この法律に基づく登録木材関連事業者数に関する指標でございます。 

 この法律、平成28年に制定されまして、29年から施行されているものでありますけれども、

元年度の目標値11,000に対しまして、実績は残念ながら418と極めて低位になっておりまして、

「Ｃ」評価となっております。この理由といたしましては、様々な業態の木材関連事業者の方

がいらっしゃる中で、この制度に関する認知度が消費者を含めて不足をしていること、それか

ら何よりも実際に登録を受けるメリット、これがなかなか十分に感じられないということがあ

ろうかと思っております。 

 法律上は、こういう登録事業者ですよというふうに名前を使っていいということになってい

るんですけれども、それがなかなか十分なメリットとして受け止められていないということで

あります。 
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 今後の対応でございますけれども、取組の実態ですとか問題点の把握ですとか、そういった

ものについてこれまで以上に努めて課題を整理することはもちろんなんですけれども、そもそ

もの政策の目指すところが、合法に伐採されたことが確認できる木材の流通量を増加させてい

くというところにあろうかと思っておりますので、流通に係る実態把握が可能となる、より適

切な指標がないかということも含めまして、来年改定をされます基本計画の下での施策の展開

の在り方を考えてまいりたいと思っております。 

 以上が元年度の実施施策に関する御説明でございます。 

 引き続きまして、資料６の方を併せて御説明申し上げます。 

 令和２年度の実施施策に係る事前分析表についてであります。 

 おめくりいただきまして、１ページと２ページのところに同じ指標が二つ出てまいります。

「国産きのこの生産量」に係る数値の見直しを行いたいと考えているものであります。 

 ここで挙げている指標でございますけれども、従来から食料・農業・農村基本計画におきま

す生産努力目標、こちらの政策評価の指標としても掲げて使ってきているところであります。

今年３月に農業の基本計画の見直しが行われまして、目標とする数量を46万トンから49万トン

に見直すということが行われまして、これを合わせる形で整理を行ったものであります。 

 健康志向による需要の増加ですとか、外食産業における国産きのこ活用の進展というものが

ありますので、国民１人当たりの消費量を伸ばす、その結果としてここに掲げたような数値に

なっているということでございます。 

 簡単でございますが、説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 それでは、説明が終わりましたので、委員の皆様方からの御意見、御質問を頂戴できればと

思います。よろしくお願いを申し上げます。 

 篠原委員からボタンを押していただきましたので、では篠原委員お願いできますでしょうか。 

○篠原委員 すみません、ここで御質問していいのかどうかちょっとよく分かりませんが、鳥

獣被害の関係なんですが、市町が鳥獣被害に取り組んでおられることはよく存じ上げておりま

す。 

 そのために狩猟をしていただいて、していただいた方には尻尾の数に応じて料金を払うとか

というのを私聞いたことがあるんですが、このやり方の結果、とある市町では山の中に尻尾以

外の残骸がかなり放置されていて、それがまた問題になっているというようなことを聞いてお

ります。 
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 尻尾でやらないと、皆さん、それをどう運ぶのかという問題があって難しい面もあるかと思

うのですが、この辺のカウントの取り方をもう一つ何か工夫ができないかなとか、そういった

ようなことを考えております。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 室屋委員、挙手を頂いたというふうに。 

○室屋委員 先ほどクリーンウッド法の浸透がいまいちだというお話があったんですけれども、

これは合法的な木材を利用する実需者サイドと言うんですか、ハウスメーカーとか、そういう

ところに何かインセンティブを与えるような取組とかはされているんでしょうか。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 では、取りあえずここで一旦切りまして、お二人の委員の先生方からの御発言に対する説明

を、では林野庁の方からまたお願いいたします。 

○河南林野庁林政部企画課長 まず、鳥獣に関してでございます。と申し上げながらなんです

が、そういう鳥獣自体を駆除といいましょうか、減らしていく取組自体は主に農村振興局の方

の事業の展開として取り組んでいるところでございまして、今お話を頂きました問題点という

か、関心につきましては、農村振興局の担当の方に私どもの方から伝えさせていただきたいと

存じます。 

 あと併せまして少し申し上げますと、私どもの林野庁の分野ですと、木を切った後、造林を

いたします。造林をすると、木が小さいわけですけれども、それを鹿とかが食べちゃうという

のが非常に大きい問題だというふうに認識をしておりまして、例えば植えたところの周りを木

で囲うとか、その植えたエリアを囲うとかという取組をしているところでして、そういったと

ころでは引き続き今やっている取組を、なかなか現場は大変な思いをされているというのを

重々認識しておりますので、御指摘を頂きました駆除に係る取組と併せて引き続き施策に取り

組んでまいりたいというふうに考えております。 

 それから、室屋委員の方からございましたクリーンウッドの方は、理想的なことを申し上げ

ますと、実需者、消費者といいましょうか、そこに近いところの方から、こういうきちんとし

た取組を行っている登録事業者の扱っている木材を使ったものを私は使いたいんだというよう

な声が実需の方から届けば、そういった声に応える形で関連している事業者─木材の流通

業者なんですけれども、その人たちもこの登録を進めようというインセンティブが高まるかと

思っているんですけれども、消費者の方への周知、私ども事業も講じているところなんですけ
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れども、なかなか高まっていないというのが一つの大きな要素かと思っております。 

 更に関連して申し上げますと、木材の流通業者、最初に木が、国内であれば国内から出てく

る、輸入される木材であれば海外から入ってくるというところで、日本にまず入ってくるとい

う、そういう入り口のところがありますので、そこでしっかり確認できれば、その後のところ

はそういう確認できたものが流れていくということもあろうかと思っておりますので、きちん

とした、登録事業者の推進ということと併せまして、できるだけ入り口の時点からそういう確

認が進むような取組というのが一つの方向ではないかというふうに思っているところでござい

ます。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 先生方、何かほかに御発言等の御希望がございましたら、お願いいたします。 

 では、楜澤先生お願いできますでしょうか。 

○楜澤委員 No.１について御質問しますが、基準年度、平成27年度、これが基準値71％とな

っておりますが、この数字なんですけれども、71％というのは何の71％かというと、私有人工

林の半数310万ヘクタールに対する71％という理解でよろしいでしょうか。 

 そして、元年度に76％、それから令和２年度、今年度については８月頃、速報値とあるんで

すが、大体でいいんですけれども、どのぐらいになっているのかということが一つ。 

 それから、この集積・集約は専ら森林経営管理制度の運用を通じた数字というふうに考えて

よろしいんでしょうか。 

 ちょっと質問だけですが。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 では、林野庁の方からお願いできますでしょうか。 

○河南林野庁林政部企画課長 お答えを申し上げます。 

 まず、この71％という数字のところでございますけれども、先生からお話がありましたとお

り、私有人工林のうち、おおむね半分の集積・集約をする。具体的には310万ヘクタールを集

積・集約するということを当面の目標として掲げております。 

 したがいまして、この310万ヘクタールまで届きましたら、100％という計算の仕方でありま

す。 

 その際、カウントする面積でありますけれども、従来、森林経営計画というものを皆さんに

つくってきていただきました。そういう計画などでカバーされている面積に加えまして、森林

経営管理制度で新たに経営管理権を設定し集積・集約した面積を足し上げたものを310万ヘク
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タールに近づけていくという考え方で取り組もうとしているものでございます。 

 昨年度の数字ですけれども、８月頃にはということでここに書かせていただいているんです

けれども、申し訳ありません、コロナの影響もありまして集計が遅れておりまして、今日の時

点では御報告できる数字を手元に持っていないというのが今日の時点の状況でございます。 

○楜澤委員 すみません、ちょっと追加でよろしいでしょうか。 

 前年度の集積のうち経営管理権を設定して集積されたパーセンテージはどのぐらいか分かり

ますか。 

○河南林野庁林政部企画課長 今手元にある数字を御紹介申し上げます。 

 森林経営管理制度に基づく経営管理権集積計画なんですけれども、今年の３月の時点で560

ヘクタールが策定をされたという、そういう状態にまだとどまっております。全体の何万ヘク

タールという数字から比べますと、まだ非常に低位にとどまっているというのが今年の３月時

点の数字でございます。 

○楜澤委員 560ヘクタールですね。 

○河南林野庁林政部企画課長 はい。 

○楜澤委員 ありがとうございました。 

○常葉広報評価課長 先生方、ほかにございますでしょうか。 

 では、ないようでございますので、それでは、林政分野についての議論をこれにて終了とい

うことにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。 

 では、説明者の入替えを行いますので、しばしお待ちください。 

（説明者入替え） 

○常葉広報評価課長 では、続きまして、今度は大きな三つ目の議題として、水産行政分野に

ついての御議論をお願いできればと思っております。 

 水産分野につきましては、来年度が評価の実施年度となっておりますので、その基礎となり

ます測定指標につきまして、より適切な評価に資するような御意見を頂戴できればと考えてい

るところでございます。 

 関係資料は資料の７と８になります。水産庁からの説明をお願いしたいと思いますが、念の

ため申し上げますと、さっきも申し上げているんですが、マイクはあそこの真ん中のテーブル

にある小さい円盤みたいなのがマイクになりますので、向こうに声が届くような形での説明を

お願いできればと思います。 

 では、水産庁の方からよろしくお願いいたします。 
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○押切水産庁漁政部企画課長 よろしくお願いします。水産庁企画課長の押切です。 

 水産関係の説明ということです。今御紹介がありましたように資料７ということになります。 

 今回、政策分野でいくと㉒番「水産資源の回復」、㉓番「漁業経営の安定」、そして㉔番

「漁村の健全な発展」、これらで一つずつ測定指標の見直しをさせていただきたいものがある

ということでございます。 

 まず１ページ目にあります政策分野㉒番「水産資源の回復」についてでございますが、ここ

の「国内の資源管理の高度化と国際的な資源管理の推進」、これのうち「資源管理の高度化」

の測定指標でございます「資源評価対象魚種のうち中位又は高位水準の魚種が占める割合」、

これについて今見直しを考えております。 

 今までの測定指標は、資源管理の効果を見極めて中期的な動向を見て判断する必要があるた

め、毎年度の目標として直近15年における中・高位にある魚種の上位３分の２以内の比率、こ

れを測定指標として設定をしてきたところです。 

 令和元年度より、改正漁業法に基づく資源管理を推進するということになっております。新

しい資源評価が開始されましたことから、これに基づく測定指標へ今回変更をすることといた

しました。 

 従来使用していました「高位・中位・低位」の３段階の区分ではなくて、持続的に生産可能

な最大の漁獲量、通称「ＭＳＹ」と呼んでいますが、これを達成する「親魚量」と「漁獲の強

さ」、これを算出しまして現在の状況と比較をする新たな資源評価手法に順次移行していくと

いうことになっておりますので、新たな資源評価が行われた水産資源については、漁獲の強さ

がＭＳＹ、先ほど紹介しました最大持続生産量を実現する水準を下回る、又は親魚量がＭＳＹ

を実現する水準を上回る場合は、適正な漁獲の強さで資源管理が行われているということで、

これを今般測定指標として設定をいたしたということでございます。 

 なお、新たな評価指標に移行していない従来の資源評価が行われている魚種については、こ

れと同等の指標として、過去20年以上にわたる資源量の推移から「高位・中位・低位」の３段

階で区分した水準のうち中位又は高位にあるもの、これを測定指標として使用しております。

これが一つ目です。 

 続きまして、２ページ目でございます。 

 政策分野㉓番「漁業経営の安定」。 

 これに関しましては、「漁協系統組織の役割発揮・再編整備等」という、これの測定指標で

あります「広域での漁協合併件数」の見直しでございます。 
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 漁協系統組織は、令和元年度までの３年間を「ＪＦ経営基盤強化実践期間」と位置づけまし

て、経営基盤強化に向けた合併等の漁協組織再編の取組であることを踏まえて、３年間で広域

での漁協合併件数を測定指標としてまいりました。 

 今般、これの終期を迎えるということでございますので、新たな指標を検討するに当たりま

して、改正漁業法では新たな資源管理システムであるとか沿岸漁場管理、これらの導入を予定

しております。これらに対応するためには、引き続き漁協の事業・経営基盤を迅速に強化する、

これが必要になっております。 

 このために、広域合併に限らず、迅速に漁協の事業・経営基盤を強化することも必要だとい

うことで、広域漁協合併などによる漁協の事業・経営基盤の状況をより直接的に表す沿海地区

漁協の組合数を測定指標といたしたいと思っているところでございます。 

 最後に３ページ目でございますが、政策分野㉔番の「漁村の健全な発展」、このうちの「加

工・流通・消費・輸出に関する施策の展開」で、さらにそのうちの「多様なニーズへの対応に

よる消費量の拡大及び水産物の輸出促進」の測定指標でございます「水産物の輸出額」、これ

の見直しです。 

 現行の水産基本計画におきまして、農林水産物輸出額につきまして、31年に１兆円を、うち

水産については3,500億円を目標となっております。これも終期を迎えますので、新たな指標

を設定するということでございます。 

 先般閣議決定した食料・農業・農村基本計画などにおきまして、令和７年までに農林水産

物・食品の輸出を２兆円、うち水産物が5,568億円、12年までに５兆円、うち水産物1.2兆円、

これを目指すということになっておりますので、今般改めて７年を目標として設定をいたしま

した。 

 なお、本指標は政策分野２の１の①、御説明があったと思いますが、「農林水産物・食品の

輸出額」の測定指標の内数となっておりますので、同様の理由で各年度の目標値を設定してい

るところでございます。 

 当方からの説明は以上です。よろしくお願いします。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 それでは、水産庁の方からの説明が終わりましたので、委員の皆様方からの御意見、御質問

を頂戴できればと思います。よろしくお願いいたします。 

 では、まず最初に石井委員の方からボタンが押されましたので、石井委員お願いいたします。 

○石井委員 まず政策分野㉒番「水産資源の回復」ということで、資源評価が新しくなったと
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いうことで、ちょっと教えてほしいのが、まず質問です。 

 今までの高位・中位・低位という区分から、今回は新しい資源評価ということでＭＳＹ水準

を目指すと。そういう概念がいろいろあるんですが、ＭＳＹ水準のことは目標管理基準で、そ

の60％を限界管理基準と言うんですけれども、高位・中位と目標管理基準、限界管理基準との、

まあ、関係はないのかもしれないですけれども、高位・中位がどのあたりに位置するものなの

か、値が。それをまず一つ教えてほしい。 

 それともう一つ、ＴＡＣ魚種をこのまま増やしていくということを聞いているわけですけれ

ども、これが資源管理基本方針で今パブコメを募集中みたいですけれども、2023年まで、令和

５年までにＴＡＣ魚種を漁獲量ベースで８割を目指すと書いてあるんです。８割を目指すとい

うことになると、㉒番の「資源の回復」で、令和12年までに目標を65.4％というのが果たして

整合性があるのかなということ。 

 というのは、新しい資源管理をＭＳＹ水準を目標としたときに高位・中位というのが、例え

ば限界管理基準にまだなっていない資源については、やっぱり低位なのか。それとも、漁獲圧

を下げた時点で中位とか高位になるのか。まあ、高位になるとは思わないんですが、どういう

ような評価をもって、そういうことを判断するのかということを教えてください。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 今の御質問にお答えいただく前に、金子委員からも手が挙がっておられたと思います。お願

いいたします。 

○金子委員 ２ページですけれども、協同組合の数が減ると。合併数から、合併の件数から組

合の絶対数の減少というふうに書いているわけですけれども、この協同組合という人格が合併

以外で減るケースというのはあるんでしょうか。例えば、普通の法人格では単純に組合員数が

減ったら解散するとか、要するに、もうやるべきことがなくなったからとか、あともっと悪い

方でいけば破綻というんですか、破産みたいな方向というんですか、負債が多くなってしまっ

て。そういうのというのはあるんでしょうかという質問です。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 ここまでで一旦一区切りということで、では水産庁の方からの御説明を

お願いできますでしょうか。 

○藤原水産庁資源管理部管理調整課長補佐 ありがとうございます。水産庁管理調整課の藤原

と申します。 
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 まず、石井委員から頂きました御質問についてお答えさせていただきたいと思います。 

 まず一つ目として、これまでの中位・高位というものが改正漁業法に基づく目標管理基準値

ですとか限界管理基準値とどのような関係があるのかという御質問だったかと思います。 

 これにつきましては、完全に一致するものではないんですけれども、これまでの低位と中位

の間のものが、いわゆる限界管理基準値と同程度のものというふうに考えていただければと思

います。 

 中位と高位の間というものは魚種によっても違うんですけれども、基本的にはこれまで経験

した資源量のうちの上位３分の１に入るものが高位、それ以下のものが中位。さらに、限界管

理基準値と同じレベルよりも下のものが低位というようなくくりで評価がされてきたところで

ございます。 

 ですので、改正漁業法に基づく目標管理基準値というようなものは中位と高位、どこに位置

するのかというものは現時点で整合性というのは取れていないんですけれども、恐らく高位に

当たるものというふうに考えていただければと思ってございます。 

 もう一点目の資源管理基本方針のパブリックコメント、今やっているところでございますけ

れども、その中で「ＴＡＣの魚種を2023年までに８割を目指す」というふうに書かせていただ

いているところでございます。これは、これまでも水産政策の改革の中で、「早期に漁獲量ベ

ースで現行６割のところを８割までＴＡＣ管理をしていく」ということを書かせていただいて

いたところを「令和５年度」という期限を示させていただいたというのが今回の資源管理基本

方針でございます。 

 一方で、今回の政策評価の中で令和12年というふうに定めさせていただいているのはなぜか

ということが御質問にありましたけれども、こちらは新たな資源管理の推進にあって、令和12

年度までに過去10年前の漁獲量の水準に戻していくと。これまで10年間で減ってきたものを10

年かけて増やしていくということを将来の目標として、大きな目標として掲げて資源管理を推

進していきたいと考えているところですので、政策目標としては、そこの大きな目標に合わせ

たというのが今回のものでございます。 

 飽くまで、令和５年度でＴＡＣを漁獲量ベースで８割とするのは、その推進の中の一つのス

テップというふうに考えてございます。 

○長島水産庁漁政部漁政課長補佐 金子委員から御質問があった、合併以外で減る件について

は解散というものがあって、全国的にはそれほどないんですけれども、漁協というのは20人い

ないと組織としては成り立たないので、20人を切ると法定解散、否応もなく解散になります。



 49

組合員の減少によって、そういった減少はごくたまに起きています。 

 受皿として、隣の漁協さんとかに加入してもらって、そこはもう清算ということで片づける。 

 あとは漁協の合併がうまくいかない要因として、片方が繰越欠損金を持っていて、なかなか

経営状況の差があってできないというところがあって、いい事業も確かにあるので、事業を譲

渡して、あとは清算して、どっちみち解散にはなるんですけれども、そういった形で再編整備

を行っていきたいということで、解散という形で、実績も少ないですけれども、あります。 

○金子委員 では、逆に破綻はないと。 

○長島水産庁漁政部漁政課長補佐 破綻も過去にはありました。 

○金子委員 歴史的には、ないことはなかったというレベルで。 

○長島水産庁漁政部漁政課長補佐 特に遠洋漁業が盛んだった頃の組合とかが、もうメインが

遠洋漁業で負債を抱えて破産して、沿岸漁業者も中にはいるので、そこはどこで引き受けるか

という話でやっております。 

○金子委員 ありがとうございました。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 石井委員、お願いいたします。 

○石井委員 すみません。 

 そうしたら、㉒の「水産資源の回復」のところで、「資源評価対象魚種のうち漁獲の強さが

適正な水準にある魚種が占める割合」と書いてあるんですけれども、その（注）のところで

「新たな資源評価が行われている魚種のうち漁獲の強さ（漁獲圧）が最大持続生産量を実現す

る水準を下回るもの」と書いてあるんですけれども、今新しい資源管理を始めると、下回るよ

うに始まるわけですよね。その始まったときに、既に資源の状況がどうであれ、適正な強さで

あるというふうに判断するのか。やっぱり資源の動向を注意して、さっきの高位・中位・低位

ではないですけれども、限界管理基準をオーバーした時点で適正な管理とするのか、そこのと

ころを教えてください。 

○常葉広報評価課長 今のところ、先生方からほかに発言の手が挙がっている様子はございま

せんので、水産庁の方から御説明をお願いいたします。 

○藤原水産庁資源管理部管理調整課長補佐 ありがとうございます。 

 漁獲の強さということなんですけれども、最終的な目標としましては、改正漁業法で掲げら

れているＭＳＹ水準の資源量にしていくということが最終的な目標だと考えています。 

 ですけれども、改正漁業法が今年の12月に施行されて、順次新たな資源管理というものを取
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り入れていくという、今が過渡期の段階だというふうに認識しております。 

 そんな中で、新たな資源評価が行われたものにつきましては、ＭＳＹという適正なレベルを

基準にして、漁獲の強さというのが新たに示されたところでございます。 

 こちらに指標として漁獲の強さを加えたということは何かといいますと、従来の指標という

ものは資源量の水準であったわけなんですけれども、環境変動による影響も含まれていたもの

であったのに対して、変更後の指標というのは漁業者による漁獲圧の削減というものの効果を

直接的に反映する指標であるというふうに考えています。 

 また、このＭＳＹベースの資源管理の目標に即して漁獲圧というものを管理するということ

は、現在の資源量が低かったとしても、将来的に資源量を適切な水準へ回復させていくものと

いうふうに考えまして、従来の測定指標と比べて施策目標である「国内の資源管理の高度化」

において、より合致したものというふうに考えて、このように変更させていただきました。 

 このため、現在の資源水準というものが低い場合であったとしても、適切に管理されている

という状況を示す指標として漁獲の強さというのはいいのではないかというふうに考えてござ

います。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 先生方、いかがでしょうか。 

 お願いします。 

○石井委員 そうしたら、限界管理基準を下回っている資源については、例えば今議論の真っ

最中なんですが、対馬系群のイワシなんかそうなんですけれども、低位であっても、ここに入

ると、以前は─何というかな、低位というか、中位・高位じゃない、以前の評価であれば

高位・中位ではないけれども、こういう漁獲圧でやるということが決まれば低位でもオーケー

となるという理解でよろしいでしょうか。 

 そうした場合に、新しい資源管理を始めた時点で全てがここに評価として、適正な水準とい

うふうになることについては問題がないということでよろしいでしょうか。 

○常葉広報評価課長 お願いします。 

○藤原水産庁資源管理部管理調整課長補佐 ありがとうございます。 

 まず、新たな資源管理においては、適切な水準よりも下げてＴＡＣを設定して管理していく

というふうになってございます。ですので、マイワシの対馬暖流系群について例示されました

けれども、この資源については、確かに現在は資源状態はかなり低い状況にございます。です

が、例えば10年というような期間を設けて、目標管理基準値の達成に向けて管理していくとい
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う意味で、その管理の結果、漁獲の強さが適正な水準であれば、それは資源管理として適正な

方向に向いているというふうに判断されますので、そこについては政策目標として適正である

というふうに判断してもいいのではないかと考えています。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 先生方、いかがでしょうか。 

 石井委員、発言ございますようでしたら、お願いいたします。なしですか。失礼いたしまし

た。 

 ほかの先生方もいかがでございますでしょうか。 

 それでは、水産分野についての議論もここで一区切りということにさせていただければと思

います。 

 では、ここで水産分野についての議題は終了とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

 また説明者の入替えを行いますので、ちょっとお待ちください。 

（説明者入替え） 

○常葉広報評価課長 では、続きまして、大きな四つ目の議題といたしまして、統計の総合評

価書骨子につきましての御議論をお願いできればと思っております。 

 農林水産省におきましては、合理的根拠に基づきます施策の立案（ＥＢＰＭ）を推進いたし

ますとともに、データの活用に基づく政策評価も積極的に実施していこうということにしてお

りまして、そのような中で農林水産統計につきましてはますます重要な役割を担っていくこと

になるというふうに考えておるところでございます。 

 このような中で、今回は農林水産統計につきまして、評価の観点などをお示しした上で先生

方の御意見を頂戴できればと思っております。 

 関係資料の番号でいきますと、資料９ということになります。 

 統計部の方からの説明をよろしくお願いいたします。 

○谷輪統計部統計企画管理官 統計部の統計企画管理官の谷輪と申します。よろしくお願いい

たします。 

 では、資料に沿って説明いたします。 

 「１ 評価対象政策」ということで、政策ニーズに対応した統計の作成と利用の推進でござ

います。 



 52

 飛びまして、「４ 評価実施時期」は令和２年度、「５ 評価対象期間」は平成28年度から

令和２年度となっております。 

 「６ 政策の目的・目標」ですが、農林水産統計は、統計法という法律に基づいて実施して

おりまして、農林水産政策を支える情報インフラとして、政策目標の設定と評価根拠、需給安

定対策等の施策の発動基準、国の財政支出の算定根拠等に必要不可欠なデータを的確かつ効率

的に作成し提供するものでございます。 

 また、そういった政策的な利用にとどまるものではなく、国民のための公共財として広く国

民に利用されるようインターネットなどによる利用しやすい提供というものに努めておりまし

て、利用の促進を図っているところでございます。 

 「７ 政策の具体的内容」というところですが、（１）は今申し上げたことと重なりますの

で、省略いたします。 

 （２）で、そういう農林水産統計を作成している中で、「総人件費改革」というのが平成18

年頃からございまして、地方統計組織の職員が17年から22年で約半減、その後、現在に至るま

で更に削減されておりまして、限られた人員で、新たな政策ニーズにも対応していく観点から、

国の施策遂行上、必要不可欠なものに重点化するとともに、調査方法というのも、職員による

調査というのが以前はメインだったんですけれども、それを限定しておりまして、一般公募の

統計調査員による調査、また郵送や、今どきですから、オンライン調査などにも取り組んでい

るところでございます。 また、公共サービス改革法に基づいて民間委託（市場化テスト）に

基づくアウトソーシングというものも行ってきているところでございます。 

 （３）ですけれども、さらに、地方組織で統計業務に従事する職員の高齢化の進展による退

職者数の増加等がございまして、今後も地方組織で従事する職員数の減少が避けられない状況

にあると認識しております。そういった中でも、質の高い信頼性のある統計データを継続的に

整備・提供できるように職員調査で行っている経営統計調査と作物統計調査等につきましても

調査に必要な高い専門知識・能力を持った統計調査員である「専門調査員」を平成27年度から

導入して、地方統計職員の減少に対応しているところでございます。 

 ２ページ目に入っておりますけれども、（４）ですけれども、「農林水産業・地域の活力創

造プラン」や、「食料・農業・農村基本計画」の着実な推進を図るための統計データを的確に

整備し、適時適切に提供していくため、調査内容や調査手法の見直しについては、省内に見直

し検討会というものを設けておりまして、ここで検討を進めているところでございます。 

（５）ですけれども、昨年の前半に、御案内のように、政府統計における不適切事案というも
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のがございまして、それの再発防止や品質確保のための「公的統計の総合的品質管理を目指し

た取組について」と「統計行政の新生に向けて」といった提言がなされておりまして、そうい

った提言に基づきまして、農林水産統計につきましても総合的な品質管理の取組を実施してい

るところでございます。 

 （６）で調査結果の速やかな公表。インターネットで「e-Stat」という公表窓口がございま

すので、そういうところで幅広く提供しております。 

また、（７）ですけれども、統計の場合、先ほど「統計法に基づいております」と言いま

したけれども、統計委員会というところがございまして、統計委員会が総務省に対して統計の

作成状況について報告しておりまして、統計委員会から必要に応じて意見を述べることとなっ

ております。そういったところで適正な実施を担保する仕組みがございます。 

 「８ 評価の観点」ですけれども、必要性、効率性、有効性といった観点から評価をしたら

よいかと考えております。 

 最後の４ページに参りますけれども、今後のスケジュールということで、今日、骨子を確定

した上で、評価書（案）を作成いたしまして、年内には評価書を公表するという段取りで考え

ております。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 説明が終わりましたので、それでは委員の皆様から御意見、御質問を頂戴できればと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。いかがでございますでしょうか。 

 では金子委員お願いします。 

○金子委員 すみません、質問というよりは知識がないものですから。 

 先ほど専門調査員というところで、そういう能力とか経験を持った非常勤の国家公務員と。

現実にこれはどういうような人がどの程度、年間非常勤って、どの程度従事して。本業はどう

いうお立場の方なのかなというのを教えてください。 

○常葉広報評価課長 では、まず何人かの委員からまとめてお話を頂くというふうに進めてい

きたいと思いますので、山﨑委員お願いできますでしょうか。 

○山﨑委員 私も数年前に実際にお米の販売と在庫状況について、調査員の方が2か月に一度、

2年間の統計調査を受けたことがございます。今後、記載されている、オンラインによる調査

についてどれくらい重視されているか教えてください。当時は調査員の方が来て、非常に時間

を要し、またお互い都合を合わせ、なかなか難しいところもございました。記入をオンライン
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化し、イメージではありますが統計データがリアルタイム、オンタイムに近いようなものが、

私たちが見られるような時代が来るのかなと考えております。オンライン化の今後についてお

聞かせください。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 では、次に小針委員お願いいたします。 

○小針委員 １点目は、今山﨑さんがおっしゃった、オンラインの状況というのも統計委員会

の中での一つのテーマとなっていたという部分もありますので、入った方がいいかなというふ

うに思います。 

 あと先ほどの質問にも共通するんですけれども、専門調査員のところの導入状況としてどう

いうふうに導入、人の数がというのもあるかと思うんですが、ここの評価の方法みたいなのと

いうのはどのように考えていらっしゃるのかというのが、もしイメージというか、お持ちでし

たら教えていただければと思います。 

○常葉広報評価課長 では、岸本委員お願いいたします。 

○岸本委員 今のオンラインのところなんですけれども、多分２通りあって、郵送とか口頭で

やっているやつをオンラインに変えるという調査もあると思うんですけれども、そもそもデー

タが最初からオンライン─オンラインというか何というか、データ化されているようなも

のというのも増えてきているんじゃないかと思うんです。ここ対象じゃないですけれども、コ

ンビニのＰＯＳデータみたいなところは、そもそもデータ化されて、最初からオンラインで入

手できるようなものというのが増えてきていると思うんで、単純に郵送とか対面をオンライン

に変えるだけじゃなくて、そもそもデータ化されているというのがどのぐらい増えているのか

なというのがちょっと気になるんで、そのあたりも、今は答えなくてもいいんですけれども、

評価書の中で評価していただければなというふうに思います。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 それでは、ここで一区切りということで、すみません、統計部の方からの御説明をお願いい

たします。 

○谷輪統計部統計企画管理官 ありがとうございます。 

 まず、金子委員から専門調査員、どんな方が従事されているのかというお尋ねでございまし

た。 

 今年の４月現在で1,100名程度任命させていただいております。どんな方がということだっ

たと思うんですけれども、農業をされている方が３割強です。あとは特に無職の方なんですけ
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れども、農協を退職された方とか、あと農林水産省のＯＢの方も従事していただいております。

あと会社員を退職した方なんかもやっていただいております。 

 やっぱり農業関係の方が多いんですけれども、今申し上げたようにいろいろおります。 

 あとオンライン調査に関するお尋ねがあったと思うんですが、もう全てでオンラインでの回

答は可能になっております。ただ、可能になっているから利用されているかというのはもちろ

ん別な話でして、農家さんを対象にした調査だと、正直かなり低いです。もう一桁の下の方で

ございます。 

 逆に事業所から毎月報告を求めているような牛乳乳製品の調査なんかですと、割と100％に

近いようなもので、それこそ同じものを毎月報告いただいていますので、それは報告いただく

事業者からしても、オンラインの方が全然楽だということでオンライン回答率が高いものもご

ざいます。 

 あとオンラインの関係で、先ほど岸本委員から、もともとデータ化されているものもあるの

ではないかという御指摘もございました。 

 今農林水産統計でやっている中では、ＰＯＳデータというお話もありましたけれども、デー

タ化されているものというのもすぐにはないんですけれども、例えば財務の情報を経営調査で

利用するようなツールを開発できないかとか、そんなことを検討しておりますし、あと今どき

のはやりで申しますとビッグデータです。移動情報なんかを利用して農林水産行政にデータを

生かしていけないか、そういった研究もしているところでございます。  

あと専門調査員の評価の方法という御指摘も小針委員から頂いたと思うんですが、結論か

ら申しまして、これからよく考えていきたいと思っておりますということなんですが、もちろ

ん、なるべく経験のある方にやっていただいた方が効率的にやれるということですので、そう

いう観点で評価をしていく方法を考えていきたいと思っております。 

 私からは以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 篠原委員からボタンを押していただいているようなんでございまして、お願いできますでし

ょうか。 

○篠原委員 すみません、ここで言うべきことかどうかちょっと迷ったんですが、アウトソー

シングというところでちょっと気になる事案を１件、コロナのこともあり、農水のも、経営継

続補助金とを出されておられます。今回、これの審査が一斉にあるはずなんです。予想以上に

これに応募された方が多いと聞いております。 
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 私、一般社団法人全国農業会議所というところから最後の評価の点数をつけてほしいという

ことを頼まれて、経営計画書を見て何百件かを採点していくんです。経営計画書をプロが見て、

評価点をつけて、１件当たりの謝金が1,300円。これはプロに払う金額なんだろうかと思いな

がらもお困りのようだったのでお受けしてみるんですが、これは評価点は５分で済ませなさい

というような趣旨で国の方は考えておられるのかどうか。アウトソーシングについてどのよう

に考えておられるのか、ちょっと聞きたいなと思いました。 

 以上です。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございます。 

 今ここにいるメンバーでは答えるだけの材料を持ち合わせておりませんので、担当につなぎ

まして、また先生の方に御連絡するということでさせていただければと思います。よろしくお

願いいたします。 

○篠原委員 はい、ありがとうございます。 

○常葉広報評価課長 ほかに、これまでの議論に関連してでも結構ですし、また新規の話でも

結構ですが。 

 三浦委員からボタンを押していただいたようでございますので、お願いできますでしょうか。 

○三浦委員 すみません、先ほどデータ化されている部分はそんなに多くないというお話がご

ざいましたが、人を効率的に使っていくという中で、もちろん今いらっしゃる人たちを効率的

に使うというのは必要なことだと思うんですけれども、一方で、今後データ化できる、機械化

できるところについては模索を、費用をかけてしていかないといけないと考えているんですけ

れども、それについて今後機械化、データ化、自動化するに当たって予算というのはどのくら

い検討されていらっしゃるのでしょうか。 

○常葉広報評価課長 お願いしてよろしいでしょうか。 

○都田統計部統計企画管理官補佐  

 もともとあるデータをどう活用しようかという取組については進めておりまして、例えば農

家さんがそれぞれ青色申告ということをされておりますので、そこはきちんと税務、財務の状

況を記載されているデータが既に存在しておりますので、それをそのまま頂いてデータにして

統計をつくるという取組をやっております。 

 ですので、できるだけ農家さんに負担がかからないような形で、既に整理してあるデータを

活用することを進めていきたいと思っています。 

 それは、どちらかというと予算をかけてそういう形に持っていくというよりは、現在やって
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いる調査の方法をできるだけ、あるデータを活用して取りまとめるという方法に変えていくと

いう見直しで対応していきたいと思っております。 

○常葉広報評価課長 ありがとうございました。 

 では、先生方、ほかにいかがでしょうか。ございませんでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、統計についての議論を終了したいと思います。どうもお

疲れさまでございます。 

 それでは、改めまして予定していた議題は以上でございます。皆様、大変お疲れさまでござ

いました。お疲れのところ恐縮でございますが、政策評価の今後のスケジュールにつきまして

私の方から簡単に御説明いたします。 

 まず、本日の議事録につきましてですが、大体９月上旬頃に委員の皆様方に確認の依頼を行

いまして、その後公表ということを考えております。 

 それから、政策評価書、それから令和２年度事前分析表につきましては未記入欄が若干ござ

いますので、それについて予算要求の期限となっております９月末までに適宜記入、あるいは

修正を行って、その上で公表予定ということにしているということでございます。これがスケ

ジュール関係のお話でございます。 

○楜澤委員 すみません、楜澤ですけれども、ちょっと発言させていただく時間を頂いてもい

いですか。 

○常葉広報評価課長 どうぞ。 

○楜澤委員  

どこで発言するか、発言の適切な場所が全然なかったものですから、岸本先生もいらっしゃる

ので、ちょっとお教えいただきたい内容があります。 

 昨年もちょっと申し上げたんですけれども、資料で言うと、参考１という資料に関わる論点

なんですが、農林水産省政策評価基本計画という資料があります。これの１ページの一番最後

のところに政策評価とは何かということが書いてあるわけです。 

 「ＥＢＰＭ」─ＥＢＰＭというのはEvidence-Based Policy Makingですか─は、政策目

的を明確化した上で、その目的の達成のために最も効果のある行政手段は何かを合理的根拠に

基づいて明らかにするための取組であり、一方、政策評価とは、こうした考えで立案された政

策についての効果を検証し、その結果を次の政策の企画立案及び実施に反映させる取組であ

る。」となっています。つまり、我々の仕事というのは、この一方以下の内容で、政策評価と

いうのは立案された政策についての効果を検証することであると、こういうことになっている
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わけです。 

 ここで言っている政策というのは、恐らく政策手段のことだと思います。そのように一応理

解しました。 

 一定の政策目的を掲げて、その目的を実現する上で最も適切な手段というものをＥＢＰＭで

確定し、その政策手段がどういう効果を上げたかの検証をするのがこの政策評価だと、こうい

うことになるんだと思うんです。 

 一応そのように理解しますと、この評価委員会というのは、まず政策分野名があって、そし

て政策評価体系における測定目標というのが掲げられているわけです。そして、その目標の数

値が掲げられていて、まずは測定指標が適切かどうかという議論をし、そして次には目標達成

度について評価をすると。これが我々の仕事だったというふうに思うんですけれども、しかし

よく考えてみますと、それぞれ我々、今日検討した測定指標というのは政策手段と一体どう関

係しているのかというのがちょっとよく分からない。 

 例えば、先ほど議論しました担い手によって耕作される面積が農地面積の80％という。これ

は、どういう政策手段でこの目標を達成するのか。この目標にひもづけられる政策手段という

のは、これは幾つもあるわけです。そうすると、その幾つもある中のどの政策手段の効果でこ

うなったのかというのは、これではちょっと分からないわけです。 

 ただし、例えば農村政策のところで見ましたように、そこでは、正に政策手段が測定指標の

ところに出ていて、そして目標が掲げられているというものもあるんです。これは数としては

少ないが。それは分かりやすい。 

 例えば、多面的機能です。多面的機能支払交付金という政策手段がここではもう出てきてい

て、そして目標が設定されて、この交付金という政策手段の効果としてこの目標がどれだけ達

成されたか。ここでは目標と、その目標を達成するための手段というのがたまたま測定指標の

ところで明示されているという形になっている。 

 ほかの部分はそうなっていない。例えば、林業のところでもそうですね。経営の集中という

ことで、森林経営管理事業という政策手段によって集積されたものがどのぐらいかということ

が分からない形になっている。これとほかの手段が混じった形で指標が立てられている。 

 そうすると、正確に言うと、手段と目標達成の関係というのは、これだとちょっと見えない

なという感じがあるということだけ申し上げておきたいと思います。 

 もし岸本先生から御専門の立場で何かコメントいただければありがたいです。 

○岸本委員 では、せっかくなので便乗して。 
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 私もその辺は多少気になっていて、ただ政策評価というときに割と広義と狭義があって、広

義の政策評価で言うと事前評価も含めて政策評価なんです。 

 今回、我々は狭い意味での事後評価、英語で言うとエバリュエーションというか、そっち中

心でやっていることになると思うんです。 

 政策の指標があって、それをどういう手段で達成するかというところはＥＢＰＭの中ではロ

ジックモデルというふうに言って、こういう手段をすることによってこれが達成できるとか、

あるいはもう何段階かやるようなロジックモデルをつくるというのがＥＢＰＭの中のすごく中

心部分なんで、そのロジックモデルが正しかったかどうかを事後的に評価する場というのは本

当はあった方がいいと思うんです。今はそこが抜けている気がするんです、そういう意味で言

うと。 

 なので、おっしゃるとおりＥＢＰＭと政策評価を─まあ、政策評価を狭い意味での事後

評価に限定してしまったときに、ちょっと欠けている部分が出てきているんじゃないかと僕は

思うので、今のコメント、非常に賛成するところがあります。 

 ただ、ロジックモデルの事後評価までする役割をこの委員会で負ってしまうと結構大変なこ

とになるなという気はしているんですが、事前評価のＥＢＰＭの中でロジックモデルをつくる

んだったら、そこの事後評価をするという、そのロジックモデルが正しかったかって。それは

事前であったら何とでも言えるんで、想像で。そこの部分があるべきだと思います。 

○楜澤委員 そうですよね。だから、特定の政策手段がどういう目標達成にどの程度寄与した

かということが分からないと政策評価にならないんじゃないかというのが、まあ、素人の考え

なんですけれども。 

○岸本委員 まあ、そうなんですけど、ただ、それ非常に難しいですね、客観的に評価するの

は。 

 よく医学の分野でやられているような無作為ランダム比較試験みたいなのは、なかなかこの

社会ではできないので、たまに教育なんかで30人学級と40人学級を無作為にやっている、どっ

ちが効果があるかを実験するみたいなことも社会では、世の中にはあるんですけれども、なか

なか政策の分野でそういう比較評価はできないので、そのロジックモデルが正しかったかどう

かというのを客観的にエビデンスを持って事後評価するというのはなかなか難しいことなんで

すけれども、ただ何らかの形でそういう検証する場はあった方がいいと思います。 

○楜澤委員 ありがとうございました。 

○常葉広報評価課長 大変ありがとうございました。役所としても最善を尽くしているつもり
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ではありますが、政策評価についてはまだまだ発展途上というか、いろいろ向上させていかな

きゃいけないということを改めて認識させていただくとともに、今後ともいろいろ御指導いた

だければというふうに思いました。ありがとうございました。 

 それでは、今日はこのあたりで改めまして閉会ということにさせていただきたいと思います

が、よろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

午後 ５時０５分 閉会 


